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説

は
じ
め
に

論

法
概
念
は
、
国
に
よ
り
、
ま
た
時
代
に
よ
り
大
き
く
異
な
り
、
混
乱
と
誤
解
を
招
く
こ
と
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
に
お
け
る
ジ
ュ
リ

ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
な
ら
っ
て
「
管
轄
」
と
訳
す
こ
と
は
、
き

わ
め
て
ミ
ス
・
リ

l
デ
イ
ン
グ
で
あ
る
し
、
ま
た
米
国
自
体
に
お
い
て
も
、
一
九
三
四
年
の
第
一
次
抵
触
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、

d
M
R
z
p可
。
古
江
田
島
2
E
R
.、
」

a
E
Eぞ
の
吉
江
田
己
片
江

O
R、
」
ロ
門
出
巳
ωご
ロ
ユ
印
告
の
色
。
ロ
ョ
の
区
別
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、

九
七
一
年
の
第
二
次
抵
触
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
」
ロ
門
出
。
』
包
吉
吋
目
的
色
一
丘
町
O
ロ
ョ
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

い
わ
ゆ
る
「
域
外
適
用
」
問
題
の
先
例
と
し
て
、
〉

g
q片山口

∞ωロ
ωロ
ω
h
o
〈・巴ロ円件。巳

同
り
吋

Z
X

ゎ。・
w
N
H
ω

巴・

ω・
ω品、引

お
よ
び

C
E
Z門
同
日

2
2
〈
・
〉
]
C
E
E
C
E
n。
・
。
同
〉

Bqwmw

ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
と
略
称
す
る
)
が
常
に
挙
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
を
判
決

当
時
の
抵
触
法
理
論
の
中
に
位
置
づ
け
た
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
前
者
が
域
外
適
用
を
否
定
し
、
厳
格
な
属
地
主

義
を
表
明
し
た
も
の
、
後
者
が
域
外
適
用
を
肯
定
し
、
効
果
理
論
を
表
明
し
た
も
の
と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
当
時
と
現
在
と
で
は
、
そ
も
そ

(
E
S
)
(以
下
で
は
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
と
略
称
す
る
)

エ
∞
司
-
N
仏
台
。
(
包
-
Q吋-
H

室
町
)
(
以
下
で
は
、

も
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
な
い
し
意
義
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
生
じ
る
。
同
様
の
疑
問
は
、
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ

ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
巴
E
Z己

ωzzm
〈
-
k
z
E
E
Z百
円
。
.
。
同
〉
5
2
-
n
p
N
C
目

ωロ℃匂・
5

5
勾
)
(
以
下
で
は
、
ア
ル
コ
ア
事
件
第
一
判
決
と
略
称
す
る
)
に
も
当
て
は
ま
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
事
件
の
内
容
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
後
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
を
下
し
た
ホ

l
ム

お
よ
び
ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
を
下
し
た
ハ
ン
ド
判
事
の
抵
触
法
理
論
全
体
の
中
で
、
立
法
者
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
と

G
・
u・
2
・J
「・

ズ
判
事
、
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い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
た
い
。
続
い
て
、
ア
ル
コ
ア
事
件
第
一
判
決
を
手
が
か
り
と
し
て
、
当
時

の
外
国
(
他
州
)
法
人
に
対
す
る
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
お
よ
び
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
を
従
来
よ
り
幾
分
な
り
と
も
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
だ

け
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
全
体
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
理
論
の

流
れ
、
す
な
わ
ち
礼
譲
理
論
、
既
得
権
理
論
お
よ
び
ロ
ー
カ
ル
・
ロ
!
の
理
論
全
体
を
扱
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
予
め
御
了
解
頂
き
た
い
。

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

事
件
の
概
要

1 

ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決

ま
ず
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
を
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
事
件
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
被
告
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
フ
ル
!

ツ
社
は
、

一
八
九
九
年
に
設
立
さ
れ
た
ニ
ュ

1
ジ
ャ

l
ジ
州
法
人
で
あ
り
、
設
立
当
初
か
ら
他
社
と
の
協
定
等
に
よ
り
、

バ
ナ
ナ
貿
易
に
お

け
る
競
争
を
制
限
し
て
き
た
。

一
九

O
三
年
、
当
時
ま
だ
コ
ロ
ン
ビ
ア
合
衆
国
の
一
部
で
あ
っ
た
パ
ナ
マ
に
お
い
て
、
訴
外
A
が
バ
ナ
ナ
農

園
を
開
設
し
、
最
寄
り
の
港
と
を
結
ぶ
鉄
道
の
建
設
に
着
手
し
た
と
き
、
被
告
は
、
様
々
の
妨
害
手
段
を
講
じ
、
後
に
は
隣
国
の
コ
ス
タ
リ

カ
政
府
を
も
妨
害
行
為
に
参
加
さ
せ
た
。
そ
の
年
十
一
月
に
、
パ
ナ
マ
は
共
和
国
と
し
て
独
立
し
た
が
、
翌
一
九

O
四
年
六
月
、
訴
外
A
は、

こ
の
パ
ナ
マ
の
事
業
を
原
告
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
社
に
売
却
し
た
。
し
か
し
、
同
じ
年
の
七
月
、
被
告
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
コ
ス
タ
リ

カ
の
軍
隊
お
よ
び
官
憲
は
、
こ
の
バ
ナ
ナ
農
園
を
占
拠
し
、
農
園
お
よ
び
鉄
道
の
建
設
な
ら
び
に
営
業
を
中
止
さ
せ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、

被
告
の
行
為
が
一
八
九

O
年
の
シ
ャ

l
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
違
反
す
る
と
し
て
、
二
一
倍
額
賠
償
の
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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説

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
裁
判
所
、
第
二
巡
回
連
邦
控
訴
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
も
原
告
の
訴
え
を
却
下
し

た
が
、
こ
こ
で
は
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
理
由
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
本
件
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
被
告
の
行
為
が
合
衆
国
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
外
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
他
国
の

主主A
日岡

ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ョ
ン
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
も
そ
も
シ
ャ

1
マ
ン
法
の
適
用
を
受
げ
る
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。

確
か
に
、
公
海
の
よ
う
に
国
家
の
主
権
が
存
在
し
な
い
地
域
、
ま
た
は
文
明
諸
国
が
充
分
と
認
め
る
よ
う
な
法
が
存
在
し
な
い
地
域
に
お

い
て
は
、
文
明
諸
国
は
、
自
国
民
間
の
関
係
を
自
国
法
に
よ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
古
典
的
な
対
人
主
権

S
2
8
5
-

8
5
5釘
口
々
)
の
概
念
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
公
海
に
お
け
る
海
賊
行
為
な
ど
の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
行
っ
た
者
を
捕
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
限
り
、
自
国
民
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
処
罰
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
直
接
に
国
益
を
害

す
る
場
合
に
は
、
他
国
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
行
為
に
関
し
て
、
処
罰
を
宣
言
し
、
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
、
執

行
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
一
般
的
か
つ
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
な
ル

1
ル
に
よ
る
と
、
あ
る
行
為
が
合
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か

は
、
専
ら
行
為
地
国
の
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
以
外
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
が
た
ま
た
ま
行
為
者
を

捕
ら
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
行
為
地
の
(
法
〕
概
念
で
は
な
く
、
自
国
の
そ
れ
に
よ
ら
せ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
不
当
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

に国
思際
う 干し
か譲
も(
し g
れ日
な ξ
し)!5。。
ト+‘

ロ
且3
rt 。
ロ
αコ

に
反
し
て
、
他
の
国
家
に
対
す
る
主
権
侵
害
と
な
り
、
正
当
な
利
害
関
係
を
有
す
る
国
家
は
、
遺
憾

法
と
い
う
も
の
は
、
裁
判
所
が
人
に
公
権
力
(
匂
己
巴
庁
内
0
5
0
)

を
行
使
す
る
状
況
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
一
般
に
、

裁
判
所
の
権
力
内
(
主
任
E
5
0
℃

04弓
2
0同
吾
o
g
Z
3
m
)
に
生
活
し
て
い
る
人
に
向
け
ら
れ
た

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
者
が
将
来
に
お
い
て
裁
判
所
の
権
力
内
に
身
を
置
く
か
ど
う
か
に
か
か
っ
た
〔
処
罰
の
〕
脅
し
は
、
ほ
と
ん
ど
通
常
の

意
味
の
法
と
は
呼
べ
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
こ
こ
で
何
も
中
立
国
の
国
民
に
よ
る
密
航
が
違
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
特

〔
処
罰
の
〕
予
告
ま
た
は
脅
し
に
限
定

北法41(5-6・220)2266



別
な
場
合
を
除
い
た
立
法
者
の
立
法
行
為
の
限
界
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
園
内
法
人
は
、
常
に
国
内
法
の
権
力
内
に
留
ま
る
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
本
件
に
つ
い
て
は
、
法
人
と
自
然
人
を
区
別
す
る
理
由
は
何
も
な
い

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
い
か
な
る
制
定
法
も
、
そ
の
機
能
お
よ
び
効
力
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
立
法
者
が
一
般
的
か
つ
正
当
な
権

力
を
有
す
る
領
土
の
範
囲
内
に
そ
れ
を
限
定
す
る
意
図
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
取
引
を
抑
制
す
る
す
べ
て
の
契
約
」
、
寸
独
占

を
意
図
す
る
者
」
等
々
と
い
う
よ
う
に
普
遍
的
適
用
範
囲
を
持
っ
た
文
言
も
、
当
然
の
事
と
し
て
、
立
法
者
が
後
に
捕
ら
え
る
こ
と
の
で
き

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

た
全
員
で
は
な
く
、
〔
行
為
時
に
〕
こ
れ
ら
の
立
法
に
服
し
て
い
た
者
だ
け
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
本
件
の
制
定
法
に
つ
い
て
は
、
合

衆
国
が
パ
ナ
マ
ま
た
は
コ
ス
タ
リ
カ
に
お
い
て
行
わ
れ
た
行
為
を
犯
罪
(
の
ユ
ヨ
古
色
)
と
す
る
つ
も
り
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

他
方
、
被
告
の
行
為
は
、
行
為
地
法
に
よ
っ
て
も
不
法
行
為
(
さ
ス
印
)
で
は
な
か
っ
た
。
訴
え
に
よ
る
と
、
農
園
は
、
事
実
上
、

コ
ス
タ

リ
カ
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
あ
り
、

コ
ス
タ
リ
カ
が
そ
の
主
権
を
行
使
し
て
農
園
を
占
拠
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る

国
家
の
差
押
は
、
他
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
仮
に
法
律
上
は
、
当
該
財
産
が
パ
ナ
マ
に
所
在
す
る

と
し
て

M
、
そ
れ
は
全
く
重
要
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
主
権
は
単
な
る
事
実
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
針
。

な
ぜ
主
権
国
家
を
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
さ
せ
た
こ
と
が
不
法
行
為
で
な
い
の
か
、
そ
の
根
本
的
な
理
由
は
、
主
権
免
責
や
国
家
行

為
の
合
法
性
の
推
定
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
故
意
に
有
害
な
結
果
を
引
き
起
こ
す
権
利
を
有
す
る
者
が
介
在
し
た
こ
と
は
、
一
種

の
絶
縁
体
と
な
り
、
責
任
を
遮
断
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
常
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
根
本
的
な

理
由
は
、
主
権
国
家
が
妥
当
か
つ
適
切
で
あ
る
と
宣
言
し
た
結
果
を
、
国
家
自
体
が
引
き
起
こ
す
よ
う
に
仕
向
け
た
こ
と
が
、
そ
の
ジ
ュ
リ

ヮ，nb 
q

，“
 つ臼η'μ 9u

 
nb 

F
h
d
 

れ
ら
の
結
果
が
不
適
切
ま
た
は
不
当
と
は
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
外
国
の
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
に
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
j

山
川

ま
さ
に
主
権
者
の
判
断
が
法
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
針
。
い
叩

ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
内
に
お
い
て
違
法
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
当
該
主
権
国
家
は
、
そ

該
主
権
国
家
は
、
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
教
唆
を
合
法
と
す
る
。
主
権
と
は
、
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コ
ス
タ
リ
カ
の
軍
隊
お
よ
び
官
憲
の
行
為
は
、
政
府
の
同
意
を
得
て
い
な
か
っ
た
と
は
主
張
さ
れ
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
政
府
の
命
令
に
よ

三L>、
日間

り
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
は
、
少
な
く
と
も
彼
ら
の
行
為
を
追
認
し
、
彼
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
占
拠
を
承
認

か
つ
維
持
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
園
の
被
害
は
、
コ
ス
タ
リ
カ
政
府
に
よ
る
行
為
の
直
接
的
効
果
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
政

府
は
、
そ
の
行
為
を
正
当
な
権
利
の
行
使
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
バ
ナ
ナ
を
高
い
価
格
で
購
入
す
る
行
為
な
ど
に
関
し
て
も
、
そ
れ
が

購
買
地
国
に
お
い
て
違
法
で
あ
っ
た
と
考
え
る
根
拠
は
何
も
な
い
。
本
件
の
訴
え
を
可
能
な
限
り
合
理
的
に
解
釈
し
て
み
て
も
、
そ
れ
は
、
合

衆
国
制
定
法
の
適
用
範
囲
に
該
当
せ
ず
、
ま
た
行
為
地
に
お
い
て
不
法
行
為
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
も
の
を
何
も
示
し
て
い
な
い
と
思
わ

れ
る
。
他
国
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
行
為
す
る
こ
と
の
共
同
謀
議
が
、
た
と
え
わ
が
国
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
共
同
謀
議
に
行
為
自
体
は
含
め
ら
れ
ず
、
行
為
自
体
が
当
地
の
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
以
上
、
共
同
謀
議
が
行
為
を
違

法
と
す
る
こ
と
は
な
い
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
案
に
入
る
ま
で
も
な
く
、
本
件
訴
え
が
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
原
審
判
決
は
、
支
持
さ
れ
た
の
で
あ

守
合
。

ア
ル
コ
ア
事
件
第
一
判
決

円
ノ
“

次
に
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
で
あ
る
が
、
事
実
関
係
に
争
い
が
あ
る
の
で
、
訴
訟
の
経
緯
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る

o
E
S
E己目

ncEE

沼
山
口
可
。
同
〉
目
。
吋
{
の
m

H

(

以
下
で
は
、

一
八
八
八
年
に
設
立
さ
れ
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
州
法
人
で
あ
り
、

ア
ル
コ
ア
と
略
称
す
る
)
は

一
九
一
二
年
頃
か
ら
度
々
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
疑
い
に
よ
り
、
連
邦
司
法
省
・

連
邦
取
引
委
員
会
・
私
人
な
ど
か
ら
訴
訟
を
提
起
さ
れ
て
い
た
。

ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
製
造
・
販
売
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

一
九
三
七
年
四
月
二
三
日
、
連
邦
司
法
省
は
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
四
条
に
も
と
づ
き
、
ア
ル
コ
ア
他
六
十
三
名
を
被
告
と
し
て
、
ニ
ュ

l
ヨ
l

北法41(5-6・222)2268

ア



ク
南
部
地
区
連
邦
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
し
た
。
被
告
ら
は
、
州
際
お
よ
び
国
際
取
引

(
E
Z
B
E宮
自
己
向
。
月
一
関
口
可
怠
o
m
E
S
E
-

B
q
S
)
を
制
限
す
る
た
め
に
、
独
占
お
よ
び
共
同
謀
議
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
衡
平
法
上
の
救
済

(2昆
E
Eぬ
吋
丘
町
内
)
が
行
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
被
告
の
う
ち
、
十
名
は
、
令
状
の
送
達
が
行
わ
れ
ず
(
ロ
♀

8
2
0色、

れ
た
。
ま
た
一
名
は
訴
訟
開
始
前
、

一
名
に
つ
い
て
は
、
訴
え
が
却
下
(
色
∞
E
U
E
C
さ

お
よ
び
二
名
は
訴
訟
係
属
中
に
解
散
し
た
。
し
た
が
っ
て
四
十
九
名
の
被
告
が
残
っ
た
。
こ
れ
ら
四
十

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

九
名
の
被
告
は
、
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ア
ル
コ
ア
、
ア
ル
コ
ア
の
子
会
社
、
取
締
役
、
役
員
お
よ
び

株
主
か
ら
な
る
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
カ
ナ
ダ
法
人
で
あ
る
〉
E
B
E己
自
己

E
R
O仏
(
以
下
で
は
リ
ミ
テ
ッ
ド
と
略
称
す
る
)
、
そ
の
取

締
役
、
役
員
お
よ
び
株
主
か
ら
な
る
。
第
三
お
よ
び
第
四
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
と
ロ
B
E
C
E
宮
山
口
丘
R
E
B
m
L
R
-
お
よ

び
匡
即
日
一

E
目
。
。
。
門
町
富
山
口
口
片
山
己
ロ
ユ
ロ
m
n
o
B
H】
山
口
可
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
問
題
が
発
生
し
た
の
は
、
第
二
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ミ
テ
ツ

ド
は
、
自
己
に
対
す
る
訴
訟
開
始
令
状
(
さ
号
由
。
町
田
口
σ匂
ogmw)
は
破
棄
さ
れ
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
今
後
い
か
な
る
令
状
(
胃

0
8印印)

の
送
達
も
無
効
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
よ
う
求
め
た
。
な
ぜ
な
ら
、
リ
ミ
テ
ッ
ド
は
、
カ
ナ
ダ
法
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
り
、

そ
の
本
屈
は
カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
に
あ
り
、

そ
の
他
の
営
業
所
も
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
お
よ
び
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ

1
ヴ
に
し
か
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
よ
う
に
米
国
法
の
準
拠
法
人

(
E
E
E
Z
E
)
で
も
な
く
、
そ
こ
に
所
在
(
問
。
ロ
ロ
仏
)
し
た
こ
と
も
な
く
、
そ
こ
で
事
業
(
可
吉
田
山
丘
町
。
ロ

え

σ
5
E
g
m
)
を
行
っ
た
こ
と
も
な
い
外
国
法
人
(
向
。
吋
包
ぬ
ロ

g召
司
忠
吉
ロ
)
に
対
し
て
は
、
米
国
の
裁
判
所
は
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン

を
有
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
一
二
条
に
よ
る
と
、
法
人
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
の
訴
訟
(
自
可

E
F
R己
Oロ
2
官
R
O
E
-ロ
m
c
E
q
d

F
巾

自
岳

E
a
s
t司
印
)
は
、
設
立
準
拠
法
所
属
地
区
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
所
在
地
区
ま
た
は
事
業
遂
行
地
区
に
お
い
て
も
提
起
す
る



説

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
の
令
状
は
、
設
立
準
拠
法
所
属
地
区
ま
た
は
所
在
地
区
に
お
い
て
の
み
送
達
で
き
る
と
さ
れ

て
い
問
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ミ
テ
ッ
ド
に
対
す
る
令
状
送
達
の
効
力
は
、
リ
ミ
テ
ッ
ド
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
に
「
所
在
」
し
て
い
た

三a、
日間

か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
の
で
あ

る

ク
レ
イ
ト
ン
法
一
一
一
条
に
い
う
「
所
在
」
は
、
「
事
業
遂
行
」
以
上
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
人
が
あ
る
地
区
に
お
い
て
事

(
国
)

業
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ニ
ュ

l
の
根
拠
と
し
て
は
充
分
で
あ
る
が
、
令
状
送
達
は
、
設
立
準
拠
法
所
属
地
区
ま
た
は
所
在
地
区

に
お
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
人
が
令
状
に
服
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
結
論
す
る
た
め
に
は
、
「
法
人

が
こ
こ
に
い
る
L

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
程
度
お
よ
び
性
質
の
継
続
性
を
も
っ
て
、
事
業
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
区
に
所
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
主
た
る
業
務
執
行
役
員
お
よ
び
常
設
の
組
織
が
、

設
立
目
的
た
る
事
業
の
遂
行
に
従
事
し
て
い
る
の
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
に
現
存
す
る
(
℃

5
m
g同
)
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
リ

ミ
テ
ッ
ド
は
、
こ
の
よ
う
な
事
業
遂
行
に
よ
り
、
自
ら
当
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
服
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ク
レ

イ
ト
ン
法
一
二
条
に
い
う
「
所
在
L

は
こ
こ
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

リ
ミ
テ
ッ
ド
は
、

ニ
ュ
ヨ

1
ク
の
専
用
事
務
所
に
お
い
て
能
動
的
か
っ
継
続
的
に

一
九
三
七
年
四
月
二
三
日
に
提
出
さ
れ
た
衡
平
法
上
の
訴
状
(
ぴ
巳
丘

2
5
1包
昌
吉

2
色
々
)
に
も
と
づ
き
当
裁
判
所

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
所
在
の
リ
ミ
テ
ッ
ド
事
務
所
に
お
い
て
、
そ
の
事
務
所
長
に
送
達
す
る
こ
と
に

が
発
行
し
た
令
状
は
、
同
年
五
月
一
一
一
目
、

よ
り
、
適
法
に
送
達
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
い
て
、
リ
ミ
テ
ッ
ド
に
対
す
る
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
を
有
す

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
裁
判
所
は
、
リ
ミ
テ
ッ
ド
の
主
張
を
退
け
た
の
で
あ
る
。

る
。
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、

北法41(5-6・224)2270
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ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決

リ
ミ
テ
ッ
ド
の
行
為
が
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
適
用
を
受
け
る
か
否
か
、
こ
れ
が
問
題
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

リ
ミ
テ
ッ
ド

続
い
て
、

の
シ
ャ

l
マ
ン
法
違
反
と
さ
れ
る
行
為
は
、
米
国
国
外
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
詳
言
す
る
と
、
リ
ミ
テ
ッ
ド
は
、
英
国
法
人
・

フ
ラ
ン
ス
法
人
・
ス
イ
ス
法
人
・
ド
イ
ツ
法
人
と
共
に
、
一
九
二
二
年
の
設
立
協
定
に
も
と
づ
き
、
ス
イ
ス
法
人
た
る
〉
E
S
B
〉
E
S
E
-
ロヨ

わ
り
、

リ
ミ
テ
ッ
ド
が
こ
の
設
立
協
定
に
加

ア
リ
ア
ン
ス
の
株
式
を
取
得
し
た
こ
と
の
「
意
図
お
よ
び
効
果

(
E
Z
E
自
己
止
問
。
♀
)
L

は
、
次
の
三
点
に
あ
っ
た
。
第
一
に
、
世

円
。
H
U
℃
仰
向
口
広
(
以
下
で
は
、

ア
リ
ア
ン
ス
と
略
称
す
る
)
を
設
立
し
た
。
司
法
省
の
訴
状
に
よ
る
と
、

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

界
市
場
に
お
け
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
過
剰
在
庫
を
購
入
す
る
た
め
の
資
金
を
供
給
し
、

そ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
過
剰
在
庫
が
ア
ル
コ
ア
の

価
値
よ
り
も
低
い
価
格
で
米
国
へ
輸
出
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
、
第
二
に
、
米
国
の
州
際
お
よ
び
国
際
通
商
に
参
入
す
る
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
よ
う
な
将
来
の
在
外
過
剰
在
庫
の
蓄
積
を
防
ぐ
こ
と
、
第
三
に
、
米
国
に
お
け
る
ア
ル
コ
ア
の
独
占
的
支
配
を
危
う
く
す
る
よ

う
な
価
格
ま
た
は
数
量
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
将
来
に
お
い
て
米
国
へ
輸
出
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
裁
判
所
は
二
つ
の
問
題
を
審
理
し
た
。
第
一
は
、
リ
ミ
テ
ッ
ド
が
ア
ル
コ
ア
の
申
出
ま

た
は
要
請
に
も
と
づ
い
て
一
九
三
二
年
協
定
に
加
わ
っ
た
か
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
証
拠
は
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
。
第

二
は
、
こ
れ
と
全
く
独
立
に
、
一
九
一
一
二
年
協
定
が
米
国
の
国
際
通
商
に
「
直
接
的
か
つ
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か

呂
町
三
∞
ユ
包
]
可
山
内
向
。

2
包
)
し
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
証
拠
も
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
。

(
弘
山
吋
め
の
門
}
可

ωロ仏
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連
邦
司
法
省
か
ら
の
控
訴
を
受
け
た
第
二
巡
回
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
原
審
判
決
の
一
部
を
支
持
し
た
が
、
一
部
を
破
棄
差
戻
と
し
た
。
す

な
わ
ち
、
リ
ミ
テ
ッ
ド
が
一
九
=
二
年
協
定
に
加
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

ア
ル
コ
ア
と
の
聞
に
共
同
謀
議
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
ア
ル
コ

ア
が
ア
リ
ア
ン
ス
の
設
立
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
べ
き
か
、

と
い
う
点
は
否
定
さ
れ
た
が
、

リ
ミ
テ
ッ
ド
自
身
が
シ
ャ

l
マ
ン
法
一
条
に
違

反
し
た
こ
と
は
肯
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、

一
九
二
二
年
協
定
の
故
で
は
な
く
、
こ
れ
を
改
定
し
た
一
九
三
六
年
協
定
を
締
結
し
た
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一
九
コ
二
年
協
定
に
お
い
て
は
、
米
国
へ
の
輸
出
の
割
当
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

年
協
定
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
合
意
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
と
に
よ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

九

/、

北法41(5-6・226)2272

三A
民間

な
ぜ
協
定
が
米
国
国
外
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
に
も
か
か

シ
ャ

l
マ
ン
法
の
適
用
を
受
け
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
後
に
、

先
例
と
し
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
の
で
、
以
下
で
見
て
い
き
た
い
。

わ
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
「
域
外
適
用
」

の

と
こ
ろ
で
、

ハ
ン
ド
判
事
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
た
控
訴
裁
判
所
の
判
決
は
、

一
九
=
二
年
協
定
ま
た
は
一
九
三
六
年
協
定
が
シ
ャ
!
マ
ン
法
一
条
に
違
反
し
た
か
、
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
外
国
に
よ
っ
て
課
さ
れ

た
責
任
を
責
任
の
発
生
源

2
8
R
2
0ご
E
E
]
{昨
日
刊
)
と
し
て
承
認
す
べ
き
か
否
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
全
く
逆
で
あ
っ
て
、
米

国
連
邦
議
会
が
米
国
に
忠
誠
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
者
の
米
国
国
外
に
お
け
る
行
為
に
責
任
を
課
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
否
か
だ
け
に
関
係

し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
唯
一
の
問
題
は
、
連
邦
議
会
が
責
任
を
課
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
否
か
、
お
よ
び
連
邦
憲
法
が
こ

れ
を
許
し
て
い
た
か
否
か
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
裁
判
所
は
、
自
国
法
の
枠
を
越
え
て
審
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
国
家
の
権
限
の
行
使
に
際
し
て
、
慣
習
的
に
道
守
さ
れ
て
い
る
制
限
を
無
視
し
て
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
に
お
け

る
よ
う
な
一
般
的
文
言
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
制
限
と
は
、
一
般
に
、
「
抵
触
法

(
E
h
o
D
E
2
0
同円、
ω羽
田
ョ
)
」
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
制
限
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
は
、
米
国
国
内
に
お
い
て
、
何
の
結
果
も
生
じ
な
い
行
為
に
つ
い

て
、
裁
判
所
が
捕
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
全
員
を
処
罰
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
リ
ミ
テ
ッ
ド
自

身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
は
、
そ
の
領
土
外
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
の
国
家
が
非
難
す
る
結
果
を
領
土
内
に
生
じ
る
場
合

に
は
、
そ
の
忠
誠
義
務
に
服
さ
な
い
者
に
対
し
て
さ
え
、
責
任
を
課
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
責
任
は
、
通
常
、
他
の
国
家
に
よ
り
承

認
さ
れ
る
、
こ
れ
も
ま
た
確
立
し
た
法
(
凹

O
E
a
g
d主
で
あ
る
。

シ
ャ

l
マ
ン
法
は
も
っ
と
広
い
範
囲
に
適
用
さ
れ
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
二
つ
の
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
米



国
の
領
土
外
で
締
結
さ
れ
た
協
定
が
、
米
国
へ
の
輸
出
に
影
響
を
及
ぽ
す
意
図
は
無
か
っ
た
が
、
現
実
に
は
、
こ
れ
に
影
響
す
る
か
、
ま
た

は
米
国
か
ら
の
輸
出
に
影
響
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
た
は
南
米
に
お
け
る
商
品
の
供
給
制
限
は
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
、
米
国
と
の
聞
に
取
引
が
存
在
す
る
限
り
、
米
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
し
か
し
、
米
国
が
こ
の
よ
う
な
協
定
を
違
法
と
し
て
扱
お
う

と
す
る
こ
と
か
ら
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
国
際
的
紛
糾
を
考
え
る
な
ら
ば
、
連
邦
議
会
は
、
こ
の
よ
う
な
協
定
を
シ
ャ

l
マ
ン
法
に
よ
っ
て
カ

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

パ
ー
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
方
が
安
全
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
供
給
制
限
協
定
は
、
米
国
へ
の
輸
出
を
含
む
意
図
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
、
何
ら
米
国
へ
の
輸
出

に
影
響
を
及
ぽ
さ
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
米
国
国
内
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
契
約
の

と
い
う
理
論
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
制

場
合
に
は
、
意
図
が
履
行
の
代
替
物
(
印
ロ
σ丘一
E
Z
)
で
あ
り
う
る
、

定
法
は
、
米
国
圏
内
に
お
い
て
何
の
結
果
も
生
じ
な
い
国
外
行
為
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、

と
い
う
理
論
に
該
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
選
択
肢
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
必
要
は
な
く
、
こ
こ
で
は
、
米
国
の
輸
出
入

に
影
響
を
及
ぽ
す
意
図
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
協
定
の
履
行
状
況
か
ら
、
現
実
に
何
ら
か
の
効
果
が
あ
っ
た
と
分
か
る
の
で
な
い
限
り
、

シ
ャ

i
マ
ン
法
は
、
こ
の
よ
う
な
協
定
を
カ
バ
ー
し
な
い
と
考
え
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

〔
意
図
お
よ
び
効
果
と
い
う
)
二
つ
の
要
件
が
充
た
さ
れ
た
場
合
に
は
、
状
況
は
確
実
に
、
口
E
Z己
皆

E
g
〈・】

U
R
E
n
h
r
〉
丘
町
周
・

hrzm凶
4-m己
目
。
ロ
ロ
。
ニ

N
N
∞
巴
-m-
∞吋

(
5
5
)
一
叶
F
。
日
印
巾
ロ
〈

-nm凶
M
1
m
o
F
N品
ω
巴
・
ω
・
2
(
E
H叶
)
一
口
巳
件
。
門
目
印
E
Z印〈・
2
8
]
印
ω-2

(
H
C
M

ご
な
ど
の
判
例
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
い
て
は
、
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
者
た
ち
は
、

北法41(5-6・227)2273

わ
O
H
・u。「山巴
o
p
N
一ーι
F
d
ω
-
N
A
山∞

協
定
の
一
部
を
履
行
す
る
た
め
に
、
代
理
人

(agg)
を
米
国
に
送
り
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
代
理
人
は
、
本
人
の
目
的
を
実
行
す
る

生
き
た
手
段
(
告
白
包
自
己
巾

E
gロ
印
)
に
す
ぎ
ず
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
物
質
的
手
段
と
異
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
〔
仮
に
本
件
に
お
い

そ
れ
は
〕
単
に
、
人
間
で
な
け
れ
ば
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
イ
ン
ゴ
ッ
ト
を
輸
入
・
販
売
で
き

て
、
代
理
人
を
送
り
込
ん
で
い
た
と
し
て
も
、



説

(
刊
)

な
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
結
局
、

一
九
三
六
年
協
定
は
、
米
国
へ
の
輸
出
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
意
図
し
、

か
っ
現
実
に
影
響
を

北法41(5-6・228)2274

論

及
ぼ
し
た
と
認
定
さ
れ
る
の
で
、

シ
ャ

1
マ
ン
法
一
条
に
違
反
し
た
、

と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

立
法
者
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン

1 

ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
抵
触
法
理
論

そ
れ
で
は
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
は
、

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で

ま
ず
彼
の
抵
触
法
理
論
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
既
得
権
の
理
論
を
見
て
い
き
た
い
。

ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
抵
触
法
理
論
全
体
の
中
で
、

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、

ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
既
得
権
理
論
は
、
当
丘
団
}
同
〈
・

2
2、
J

へO
再
除

Z
・開
-
M
N
-
h
0
・L
S
富
忠
印
・
印
戸
(
居
室
)
に
お
い
て
初
め
て
示
さ
れ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
詳
細
な
展
開
は
、
巴

E
2
4・冨
2
-
n
g
Z巳
吉

E
こ山
-no--H2
巴・戸、

H
N
0
2
8仏
)
(
以
下
で
は
、
ス
レ
イ

か
ら
始
ま
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
は
、
テ
キ
サ
ス
州
と
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
ー
を
結
ぶ
鉄
道
を
経

タ
l
事
件
判
決
と
略
称
す
る
)

営
し
て
い
た
コ
ロ
ラ
ド
州
法
人
を
被
告
と
し
て
、

メ
キ
シ
コ
の
領
土
内
で
起
こ
っ
た
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
従
業
員
の
遺
族
(
テ
キ
サ
ス
州

民
)
が
メ
キ
シ
コ
法
に
も
と
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
米
国
裁
判
所
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
法
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
テ
キ
サ
ス
州
〔
原
審
法
廷
地
1

1
訳
注
〕
も
権
利
侵
害
に
よ
る
死
亡
に
関
す
る
訴
訟

(
S
R色
。
口
問
。
門
委

g
ロ
m
E
q
g
c包
括
骨
三
宮
)

を
認
め
た
制
定
法
を
有
す
る
の
で
、
本
件
責
任
は
他
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
テ



キ
サ
ス
州
に
お
い
て
執
行
す
る
に
あ
た
り
、
政
策
の
一
般
的
対
立

(mgq色
。

Z
R己
。
ロ
丘
℃
三
片
山
、
)
は
、
も
ち
ろ
ん
存
在
し
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
は
、
か
か
る
責
任
が
権
利
侵
害
行
為
地

(
H
Z
1
R∞
丘
吾
命
名
門
。
ロ
札
口

]
R同
)
以
外
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
に
お
い
て

執
行
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
行
為
が
そ
の
〔
法
的
な
〕
性
質
ま
た
は
結
果
に
関
し
て
、
わ
ず
か
で
も
法
廷
地
法
に
服
す
る
こ
と
を
意
味
し
な

一
方
、
こ
れ
は
、
行
為
地
法
が
領
土
外
に
お
い
て
機
能
し
う
る
(
。
句
。

EZ45)
と
い
う
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
意

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

味
し
な
い
。
渉
外
訴
訟
の
理
論

(
F
0
5
8ミ
え
吾
巾
向
。
日
夜
ロ

2
5
に
よ
る
と
、
本
件
の
行
為
は
、
法
廷
地
の
い
か
な
る
法
に
も
服
さ

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
る
債
務

(
g
o
z
f丘一。
P

言

。
σロ
m
E。
)
を
発
生
し
た
の
で
あ
問
、
こ
の
債
務
は
、
そ
の
他
の
債
務
と
同
様

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

に
、
人
に
つ
い
て
ま
わ
り
、
そ
の
人
が
ど
こ
に
い
よ
う
と
も
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
債
務
の
唯
一
の
発
生
源
(
笹
巾
。
己
可

g
R
B
)
が
行
為
地
法
で
あ
る
の
で
、
そ
の
結
果
、
行
為
地
法
は
、
債
務
の
存
在
の
み
な
ら
ず
、
債
務
の
範
囲
を
も
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
」

引
用
判
例
省
略
)

以
上
の
よ
う
な
ス
レ
イ
タ
1
事
件
判
決
の
趣
旨
は
、

そ
の
他
の
判
決
で
述
べ
ら
れ
た
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
意
見
を
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
の
発
生
そ
の
も
の
は
、
行
為
地
法
に
よ
っ
て
の
み
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
法

廷
地
の
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
発
生
済
み
の
債
務
、
す
な
わ
ち
既
得
権
を
執
行
す
る
だ
け
で
あ
針
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
に
お

い
て
は
、
債
務
の
発
生
と
執
行
は
明
確
に
分
断
さ
れ
る
の
で
、
両
者
は
別
々
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
債
務
の
発
生
段
階
に
お
い
て
は
、
行
為
地
法
だ
け
が
関
与
す
る
の
で
、
行
為
地
法
が
債
務
の
存
否
お
よ
び
範
囲
を
最
終
的
に
確
定

し
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
、
法
廷
地
法
が
関
与
す
る
余
地
は
、
全
く
存
在
し
な
吋
。
次
に
、
債
務
の
執
行
段
階
に
お
い
て
は
、
法
廷
地
の
裁

判
所
は
、
行
為
地
法
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
行
為
地
法
に
よ
り
発
生
し
た
債
務
を
承
認
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

北法41(5-6・229)2275

旦

発
生
し
た
債
務
の
存
在
を
否
定
し
た
り
、
そ
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

り
、
執
行
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
と
は
、

一
定
の
条
件
に
も
と
づ
い
て
、
執
行
を
拒
否
し
た

ス
レ
イ
タ
l
事
件
判
決
が
い
う
よ
う
な
「
政
策
の
一
般
的
対



説

立
L

、
手
続
法
上
の
制
限
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
全
体
と
し
て
、
執
行
の
拒
否
ま
た
は
制
限
に
慎
重
で
あ
り
、
こ
れ
を

認
め
た
例
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
行
為
地
法
だ
け
が
債
務
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
ス
レ
イ
タ
1
事
件
判
決
に
お
い

て
は
明
白
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
他
の
判
決
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
行
為
地
法
が
「
当
事

者
の
行
動
を
支
配
し
て
い
た
法
(
岳
巾

E
当
者
庄
内
y
m。
話
吋
ロ

a
p巾
gロ門古
2
0同
任
命
百
一
三
日

g)」
、
「
そ
の
時
に
、
そ
の
者
を
自
己
の
権

力
内
に
置
い
て
い
た
法
(
円

Z
Eを

F
g
g
i口
問
吾
巳
宮

a
s
i
p
E
x
m
℃
。
当
局
)
」
、
「
権
利
侵
害
が
行
わ
れ
、
か
つ
当
事
者
が
そ
れ

を
行
っ
た
時
に
所
在
し
て
い
た
領
土
的
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ョ
ン
の
法

(
5
0
E当
え
岳
ゆ
詰
『
ユ

Z
丘
町
四
ご
口
三
回
庄
の
氏
。
口
三
円
宮
山
口
当
E
n
y

吾
命
名
門
。
口
問
町
門
目
。
ロ
何
回
口
己
吾
巾
匂
ω
3
-
g
R
O
R
吾
巾
己
目
。
丘
己
。
E
m
R
)
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
で
は
単
な
る
行
為
地
で
は
な
く
、
行
為
時
の
人
の
所
在
地
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
寸
物
理
的

な
権
力
(
喜
志
片
山
ご
)
0
4

弓
司
)
」
の
問
題
で
あ
り
、
当
該
国
家
(
ま
た
は
州
)
の
領
土
内
に
い
る
者
を
支
配
す
る
権
力
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

論

は
、
人
の
行
為
を
支
配
す
る
権
力
、
す
な
わ
ち
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
を
有
し
な
い
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
債
務
を
発
生
す
る
こ
と
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
既
得
権
の
理
論
は
、
属
地
的
な
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
か
ら
導
か
れ
る
当

(
日
)

然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

以
外
の
国
家
(
ま
た
は
州
)

そ
れ
で
は
更
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
債
務
は
他
国
(
ま
た
は
他
州
)
に
お
い
て
承
認
・
執
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ー

ム
ズ
判
事
の
抵
触
法
理
論
の
出
所
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
ス
レ
イ
タ
1
事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
単
に

1

渉
外
訴
訟
の
理

ま
た
他
の
判
決
に
お
い
て
も
、
「
一
般
理
論
」
ま
た
は
1

確
立
し
た
信
念
」
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

論
」
と
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
し
、

る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
「
本
裁
判
所
の
法
と
し
て
確
立

つ
い
に
者

g
Z自
己
・
叶
巳
指
・
(
U
0

・4
・
Fct司
P
N
ピ
ロ
・

ω
-
E
N
(
巴
工
)
に
至
り
、

(
制
)

さ
れ
た
」
も
の
、
す
な
わ
ち
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
法
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

北法41(5-6・230)2276



以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る

行
為
が
合
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
は
、
専
ら
行
為
地
国
の
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
こ
で
は
ス
レ
イ
タ

l

事
件
判
決
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、

J
般
的
か
つ
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
な
ル

1
ル
(
叶

Z
m
g
q色
町
自
己
色
目
。

2
5
-〈
巾
日
包

E
Z
)
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
か
ら
導
か
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
反
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
は
、
寸
他
の
国
家
に
対

す
る
主
権
侵
害

(
S
E吉
正
常
何
百
日
君
主
ニ

Z
E
F
o
ュq
o片
山
口
。
門
町
内
吋
印
O
〈
A
U

円
。
応
ロ
)
」
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、

一
方
に
お
い
て
、
行

為
地
法
に
よ
り
え
な
い
場
合
、

ま
た
は
行
為
地
法
に
よ
ら
な
く
て
も
よ
い
場
合
と
し
て
、
三
つ
の
例
外
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
第

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

三
の
「
直
接
に
国
益
を
害
す
る
場
合

(
n
g
g
E戸
B
E
E
R
-可
え
な
2
E
m
E
E
C
E
]
E
R
5
2印)
L

の
例
外
に
関
し
て
は
、

ω可
m

広
島
色
白

(
早
口
)
(
以
下
で
は
、

に
お
い
て
、

ホ
ー
ム
ズ
判
事
自
身
が
次

ス
ト
ラ

l
ス
ハ
イ
ム
事
件
判
決
と
略
称
す
る
)

〈-ロ
ω
-
q
w
N
N
H
巴・

ω-N∞。

の
よ
う
に
言
い
換
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
が
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
外
で
行
わ
れ
た
が
、
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
内
に
「
有
害

か
つ
現
実
に
こ
れ
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
は
、
州
は
、
あ
た
か
も
行
為
者
が

そ
の
当
時
、
州
内
に
所
在
し
て
い
た
か
の
ご
と
く
、
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
針
。
し
か
し
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
責
任
の

執
行
段
階
に
関
す
る
他
の
判
決
の
傾
向
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
責
任
の
成
立
段
階
に
お
い
て
も
、
例
外
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
慎
重
で

な
効
果
(
母
丹
江
B
O
D
E
-
丘町
R
Z
)
し
を
及
ぽ
す
こ
と
を
意
図
し
、

あ
り
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
で
は
、
原
則
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
は
、
全
体
と
し
て
、

告
は
、
合
衆
国
の
領
土
外
に
お
い
て
所
在
し
か
っ
行
為
し
た
の
で
、
外
国
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
は
服
し
て
い
た
が
、
合
衆
国
の
ジ
ユ

リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
は
服
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
お
い
て
、
外
国
法
た
る
行
為
地
法
(
そ
れ
は
同
時
に
、
被
告
の
行

為
時
の
所
在
地
法
で
も
あ
る
)
は
、
被
告
の
行
為
を
支
配
し
て
い
た
が
、
合
衆
国
の
シ
ャ

1
マ
ン
法
は
、
こ
れ
を
支
配
し
て
い
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
行
為
地
法
に
よ
り
い
か
な
る
権
利
侵
害
も
発
生
し
て
い
な
い
以
上
、
本
件
は
、
合
衆
国
裁
判
所
に
お
い
て
執
行
の
対
象
と
な
る

一
つ
の
事
し
か
述
べ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
被

北法41(5-6・231)2277



説

べ
き
債
務
の
存
在
そ
の
も
の
を
欠
い
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

2 

北法41(5-6・232)2278

5d、
民間

ハ
ン
ド
判
事
の
抵
触
法
理
論

次
に
、
ハ
ン
ド
判
事
の
抵
触
法
理
論
を
考
察
し
、
ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
を
そ
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
彼
の
抵
触
法
理
論
は
、
ホ
ー

ム
ズ
判
事
の
既
得
権
理
論
と
の
比
較
に
お
い
て
、
「
ロ
ー
カ
ル
・
ロ

l
の
理
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
、
彼
自
身
が

明
白
に
既
得
権
理
論
を
批
判
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
聞
に
実
際
上
ど
れ
ほ
ど
の
結
果
の
違
い
が
生
じ
る
か
に
つ
い
て
、
疑
問

が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
し
、
他
方
に
お
い
て
、

ハ
ン
ド
判
事
の
抵
触
法
理
論
を
「
ロ
ー
カ
ル
・
ロ

l
の
理
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
自
体
に
対
し

て
も
、
反
対
意
見
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、

ハ
ン
ド
判
事
の
見
解
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

既
得
権
理
論
に
対
す
る
ハ
ン
ド
判
事
の
批
判
は
、
の
ロ
山
口
巾
出
回
〈
・
冨
日
常
唱
出
回
目
誌
。

(ω-u・
2
・J
へ・

5
E
)
が
最
初
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
最
も
明
白
な
形
で
は
、

ω
-
o
m
B
Sロ
〈

-zaqvHCC
出
包
・

ω弓
(
包

-
C円・
5ω
∞)
(
以
下
で
は
、

シ
l
グ
マ
ン
事
件
判
決
と
略
称

そ
こ
で
暴
行

す
る
)

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
で
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
民
で
あ
る
夫
婦
の
う
ち
、
妻
だ
け
が
フ
ロ
リ
ダ
州
へ
行
き
、

事
件
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
が
、
妻
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
夫
も
責
任
を
負
う
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

フ
ロ
リ
ダ
州
法
に
よ

る
と
肯
{
疋
さ
れ
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
よ
る
と
否
定
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。

ハ
ン
ド
判
事
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
に
お
け

る
フ
ロ
リ
ダ
州
法
(
行
為
地
法
)

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
あ
た
か
も
問
題
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
が
フ
ロ
リ
ダ
州
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
責
任
を
執
行
す
る
か
否
か
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、

主
張
が
な
さ
れ
て
お
り
、
〔
確
か
に
〕
こ
の
方
向
を
向
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
重
要
な
先
例

(
E
m
F
S
F
2
5
1
)
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔
ス
レ
イ
タ

l
事
件
判
決
〕
。
し
か
し
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
裁
判
所
が
そ
の
所
在
す
る
州
の
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ

た
責
任
以
外
の
責
任
を
執
行
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
州
は
、
単
に
他
州
が
責
任
を
創
設
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
他



州
が
創
設
し
た
責
任
を
モ
デ
ル
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
:
:
:
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
執
行
さ
れ
た
責
任
は
、
白
州
の
意
思

の
産
物

P
E
R
S
E
E
C片山
g
c
t司
口
三
]
]
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
抵
触
に
関
す
る
白
州
法
だ
け
が
、
い
つ
他
州
法
上
の
責
任
を
ま

ね
て
責
任
を
形
成
す
る
の
か
を
決
定
す
る
。
し

以
上
の
よ
う
な
シ

1
グ
マ
ン
事
件
判
決
の
趣
旨
は
、

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
以
前
の
判
決
で
述
べ
ら
れ
た
ハ
ン
ド
判
事
の
意
見
を
も
勘
案
し
て
、
次
の
よ
う

ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
既
得
権
理
論
に
よ
る
と
、
行
為
地
法
に
よ
り
成
立
し
た
債
務
は
、
そ
の
ま
ま

承
認
・
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
法
廷
地
の
裁
判
所
は
、
あ
く
ま
で
自
国
(
州
)
法
に
よ
り
成
立
し
た
債
務

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

を
執
行
す
る
だ
け
で
あ
り
、
単
に
そ
の
債
務
の
内
容
が
行
為
地
法
上
の
債
務
と
「
で
き
る
限
り
近
い
同
質
性
を
持
っ
て
い
る

(ω
印

}Mog♀。
moロ
由
民
℃
。

g
E
Z
)
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
地
法
上
の
債
務
は
、
法
廷
地
法
上
の
債
務
の
モ
デ
ル
な
い
し
コ
ピ
ー

の
対
象
と
し
て
承
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

ロO
M凶
吋
]
可

な
ぜ
行
為
地
法
上
の
債
務
は
、
法
廷
地
の
裁
判
所
に
よ
り
モ
デ
ル
と
し
て
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

ハ
ン
ド
判
事
が
「
す
べ
て
の
文
明
化
さ
れ
た
諸
国
民
の
一
般
法
(
吾
め
常
口
角
包
宮
者
。
片
山
口
丘
三
ロ
自
己
完
。
1
2
)
」
と
し
か
述
べ
て

い
な
い
判
決
も
あ
る
が
、
遅
く
と
も
シ

l
グ
マ
ン
事
件
判
決
で
は
、
法
廷
地
の
抵
触
法
が
そ
れ
を
決
定
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
更
に

そ
れ
で
は
、

は寸
立
法
的

(]omEω
片
山
〈
巾
)
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ョ
ン
:
:
:
は
、
属
地
的
で
あ
り
、

居
住
せ
ず
、
忠
誠
義
務
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
者
(
ロ

a
F
q
匂
『
ヨ
片
山
口
可
匂

5
8
E
g
P
Y
E
-
z
σ
o
g
E
ュ2
・ロ
O
吋

円

g
E
o
E

F
q
p
ロO
吋

σ。己ロ己

Z
R
σ
可
巳

Z
m
-
2
2
)
に
対
し
て
、
人
的
債
務
を
創
設
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
行
為
地
法
上
の
債
務
の
承
認
は
、
こ
こ
で
も
属
地
的
な
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

以
上
に
よ
り
、
ま
ず
ハ
ン
ド
判
事
の
抵
触
法
理
論
が
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
そ
れ
と
実
際
上
ど
れ
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

一
方
に
お
い
て
、
法
廷
地
の
裁
判
所
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
べ
き
債
務
が
、
直
接
に
行
為
地
法
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

い
か
な
る
州
も
、

そ
の
境
界
線
内
に
物
理
的
に
現
存
せ
ず

北法41(5-6・233)2279

な
ぜ
な
ら
、



説

ぃ
、
他
方
に
お
い
て
、
行
為
地
法
上
の
債
務
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
法
廷
地
法
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、

そ
の
実
際
の
内
容

ささA
日間

に
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
な
る
説
明
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
行
為
地
法
上
の
債
務
を
モ

ハ
ン
ド
判
事
も
ま
た
、
属
地
的
な
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
を
基
本
に
す
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か

デ
ル
と
す
べ
き
根
拠
と
し
て
、

ら
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
既
得
権
理
論
に
よ
り
、
行
為
地
法
だ
け
が
債
務
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
場
合
と
、

ろ
、
大
き
な
違
い
は
生
じ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
見
し
た
と
こ

次
に
、
ハ
ン
ド
判
事
の
抵
触
法
理
論
は
、
法
廷
地
法
の
適
用
を
強
調
し
て
い
る
た
め
に
、
寸
ロ
ー
カ
ル
・
ロ

l
の
理
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

が
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
法
廷
地
の
裁
判
所
が
行
為
地
法
そ
れ
自
体
を
適
用
す
る
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ

の
点
で
も
、
両
者
は
大
き
く
異
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
抵
触
法
理
論
を
「
既
得
権
の
理
論
L

と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
ハ

ン
ド
判
事
の
そ
れ
は
、
「
同
質
権
の
理
論
(
宮
自
己
。
肉
。

5

ユm
Z
岳

gミ
)
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
。

ハ
ン
ド
判
事
の
基
本
的
な
抵
触
法
理
論
に
関
す
る
諸
判
決
を
見
た
だ
け
で
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
と
ア

以
上
の
よ
う
に
、

ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
の
結
果
の
違
い
を
充
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
更
に
、
同
じ
く
ハ
ン
ド
判
事

に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
冨
。

0
5
〈
・
冨
x
n
y
o
-
-
ω
c
m
J
N
P
2
0
(
N仏・(い町・

5
出
)
(
以
下
で
は
、
ム
ー
ア
事
件
判
決
と
略
称
す
る
)
を
見
る
こ

ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
本
件
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
税
金
を
滞
納
し
て
死
亡
し
た
者
の
遺
言

と
に
よ
り
、

執
行
人
を
被
告
と
し
て
、
同
州
の
収
入
役
(
円
5
2
Rぬ
こ
が
税
金
の
支
払
い
を
求
め
て
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
ン
ド
判
事
は
、
補
足
意
見

と
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
法
上
適
法
に
課
さ
れ
た
税
金
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
に
よ
っ
て
徴
収
で
き
な
い
理
由
を
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
は
、
他
州
法
に
よ
り
発
生
し
た
責
任
は
、
そ
れ
自
体
が
執
行
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

法
廷
地
法
に
よ
り
成
立
し
た
類
似
の
責
任
が
執
行
さ
れ
る
の
か
は
と
も
か
く
、
い
ず
れ
に
し
て
も
承
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
刑
事
責
任
(
日
日
目
ナ

ロ

ω-
山
口
弘
℃
め
ロ
何
回
一

--ωσ
口
一
片
山
命
的
)

の
場
合
に
は
、
例
外
が
認
め
ら
れ
て
き
た
し
、
こ
の
例
外
は
、
歳
入
法
(
吋
巾
語
口

5
]問
委
印
)

に
も
当
て
は

北法41(5-6・234)2280



ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

寸
刑
事
責
任
の
場
合
に
お
け
る
例
外
の
起
源
は
、
文
献
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
見
に
よ
る
と
、
税
金
に
関
す
る
責
任
を
も
含
め
て
、
例

外
の
正
当
な
理
由
は
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
州
法
上
の
責
任
の
場
合
で
さ
え
も
、
他
州
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
は
、
白
州
の
『
確

立
し
た
公
共
政
策
(
印
巾
庁
長
込
℃
ロ
zwuc--nMH)
』
に
反
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
が
承
認
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
の
検
討
は
、

必
然
的
に
常
時
留
保
さ
れ
て
い
る
:
:
:
。
こ
れ
は
、
私
人
間
に
発
生
し
た
問
題
の
場
合
に
は
、
困
難
ま
た
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
審
理
で
は
な
い

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

が
、
他
州
と
白
州
民
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
更
に
一
時
的
に
白
州
の
境
界
線
内
に
い
る
者
と
の
関
係
に
お
い
て
さ
え
も
、
全
く
別
の
様

相
を
呈
す
る
。
他
州
の
公
的
秩
序
(
吉
E
W
R号
吋
)
に
関
す
る
規
定
を
審
理
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
の
権
限
を
越
え
て
い
る
し
、
少
な
く

と
も
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
:
:
:
歳
入
法
に
も
、
同
じ
議
論
が
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
ら
の
法
は
、
刑
事
責
任
と
同
じ
ほ
ど
積
極
的
に
州
の

存
亡
に
関
し
て
、
当
該
州
に
影
響
を
及
ぽ
す
。
い
か
な
る
裁
判
所
も
、
こ
れ
ら
の
法
が
白
州
の
適
切
性
の
概
念
(
件
目
。
者
ロ
ロ
2
E
E
C向
者

E件

目
印
有
C
宮
『
)
と
調
和
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
自
ら
執
行
し
え
な
い
審
理
を
引
き
受
け
る
べ
き
で
な
い
。
」

こ
の
よ
う
な
ム

l
ア
事
件
判
決
の
補
足
意
見
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ン
ド
判
事
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法

S
E
R
2
2
]問
者
団
)
全
体
を
「
公
的
秩
序
」
に
関
す
る
法
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
外
国
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
の
法
は
、
本
件
の
場
合
に
何
ら
か
の
責
任
を
発
生
し
た
か
、
ま
た
仮
に
何
ら
か
の
責

任
を
発
生
し
た
な
ら
ば
、

そ
れ
が
米
国
の
「
確
立
し
た
公
共
政
策
」
と
調
和
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
当
然
に
考
慮
の
対
象

北法41(5-6・235)2281

か
ら
外
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
国
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
の
法
が
、
そ
の
国
に
お
い
て
は
、
「
公
的
秩
序
L

に
関
す
る
法
と

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
そ
れ
が
私
人
の
救
済
の
み
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ハ

ン
ド
判
事
の
抵
触
法
理
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
外
国
法
に
よ
り
成
立
し
た
責
任
は
、
法
廷
地
法
上
の
責
任
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
み
承
認
さ
れ
る

(
回
)

の
で
、
法
廷
地
法
上
の
性
質
決
定
が
優
先
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。



説

次
に
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
全
体
が
「
公
的
秩
序
L

に
関
す
る
法
と
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
に
対
す
る
違
反
は
、
「
直
接
に
国
益
を
害

す
る
場
合
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、

ハ
ン
ド
判
事
が
ス
ト
ラ

l
ス
ハ
イ
ム
事
件
判
決
の
よ
う
に
、
「
意
図
お

論

よ
び
効
果
」
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
所
在
を
擬
制
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
ン
ド
判
事
は
、
リ

ミ
テ
ッ
ド
の
行
為
時
の
所
在
地
に
全
く
触
れ
て
お
ら
ず
、
行
為
者
の
所
在
地
よ
り
も
、
む
し
ろ
行
為
そ
の
も
の
に
着
目
し
て
い
る
よ
う
に
思

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ハ
ン
ド
判
事
自
身
が
シ

l
グ
マ
ン
事
件
判
決
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
な
属
地

ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
に
お
い
て
、
崩
壊
し
始
め
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

的
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
は
、

四

裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン

ア
ル
コ
ア
事
件
に
お
い
て
は
、
本
案
に
入
る
前
に
、
ま
ず
米
国
裁
判
所
が
本
件
を
審
理
す
る
権
力
(
宮
司

R

Z
邑]豆一
n
E巾
)
を
有
す

る
か
、
と
い
う
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
判
断
し
た
の
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
裁
判
所

の
ラ
イ
ベ
ル
判
事
で
あ
る
が
、

そ
の
判
決
内
容
は
、
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
当
時
の
判
例
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る

の
で
、
若
干
の
説
明
を
要
す
る
。

ま
ず
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
一
一
一
条
は
、
法
人
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
訴
訟
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ
ニ
ュ

l
(〈

gロ
巾
)
お
よ
び
令
状
送
達
(
印

q
i
B

え

胃

2
2印
)
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
法
人
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
訴
訟
は
、
設
立
準
拠
法
所
属
地
区
だ
け
で
な
く
、
所

在
地
区
お
よ
び
事
業
遂
行
地
区
に
お
い
て
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ニ
ュ

l
の
問
題
で
あ
針
。
し
か
し
、
裁
判
所
が
ジ
ユ

リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
令
状
送
達
が
必
要
で
あ
り
、

ク
レ
イ
ト
ン
法
一
一
一
条
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、
設
立
準
拠
法
所

北法41(5-6・236)2282



(
附
)

属
地
区
ま
た
は
所
在
地
区
に
お
い
て
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
(
他
州
)
法
人
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
訴
訟
は
、
法

人
の
所
在
地
区
ま
た
は
事
業
遂
行
地
区
に
お
い
て
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
、
令
状
送
達
は
、
法
人
の
所
在
地
区
に
お
い
て
の
み
行
う
こ

カ
ナ
ダ
法
人
で
あ
る
リ
ミ
テ
ッ
ド
に
つ
い
て
は
、
所
在
と
事
業
遂
行
の
区
別
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
よ
う
な
区
別
に
関
し
て
、
ラ
イ
ベ
ル
判
事
は
、
、
H
，
mwcg
〈・

ω
5
D
C
O
Eロロ
ω
円
。
山
一
円
。
-
w
N
N
C
Z
4・
N
S
(
目
。
口
)
を
引
用
し
て
い
る

が
、
こ
の
判
決
を
下
し
た
カ

l
ド
ゥ
ゾ
ゥ
判
事
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
と
し
て
、
デ
イ
判
事
に
よ
る
三
つ
の
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。

以
上
の
四
つ
の
判
決
に
よ
る
と
、
外
国
(
他
州
)
法
人
に
対
す
る
訴
訟
は
、
当
該
法
人
が
法
廷
地
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
内
に
現
存
し

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

(匂
H
j
m
山
田
町
山
口
仲
)
、

に
対
し
て
、
適
法
な
令
状
送
達
が

か
つ
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
内
に
居
住
す
る
有
権
代
理
人
(
自
主
任
。
ユ

N
E
お
g
c

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
事
業
遂
行
地
の
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
を
認
め
た
特
別
の
制
定
法
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
自
然
人
の
現
在
地
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
法
人
の
現
在
地
は
、
伺
に
よ
っ
て
判
断
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
局

の
と
こ
ろ
、
外
国
(
他
州
)
法
人
に
つ
い
て
は
、
事
業
遂
行
地
を
も
っ
て
、
現
在
地
と
み
な
す
し
か
な
い
。
但
し
、
そ
の
事
業
遂
行
の
性
質

お
よ
び
程
度
は
、
令
状
送
達
の
時
点
に
お
い
て
、
法
人
が
法
廷
地
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
服
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

一
定
の
重
要
性
お
よ
び
継
続
性
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
厳
密
な
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
一
事

案
毎
に
判
断
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
判
所
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
控
訴
裁
判
所
の
判
例
は
、
法
人
の
現
在
地
を
一
定
の
事
業
遂
行
に
よ
っ
て
擬

制
し
た
も
の
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
も
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
お
よ
び
ハ
ン
ド
判
事
の
い
う
立
法
者
の

ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
と
同
様
に
、
そ
の
領
土
内
に
所
在
す
る
者
に
対
す
る
物
理
的
権
力
を
意
味
し
て
い
針
。
但
し
、
立
法
者
の
ジ
ュ
リ

ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
が
行
為
時
の
人
の
所
在
を
問
題
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
令
状
送
達
の
時
点

北法41(5-6・237)2283

を
基
準
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
行
為
の
後
、

ど
こ
か
に
移
動
し
た
場
合
、
令
状
送
達
に
よ
り
1

捕
ら
え
る
」
こ
と
が
で
き



説

A

山
)

る
限
り
、

そ
の
時
々
の
所
在
地
に
お
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
行
為
時
に
行
為
者
が
所
在
し
て
い
た
地
の
立
法
的
ジ
ュ
リ

ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
法
廷
地
の
裁
判
所
に
よ
り
承
認
さ
れ
、
行
為
地
法
に
よ
り
発
生
し
た
責
任
が
そ
の
ま
ま
執
行
さ
れ
る
か

ま
た
は
法
廷
地
法
上
の
責
任
の
モ
デ
ル
と
し
て
採
用
さ
れ
る

(
ホ
ー
ム
ズ

北法41(5-6・238)2284

論

判
事
)
、

(
ハ
ン
ド
判
事
)
。

ハ
ン
ド
判
事
自
身
は
、
出

C
R
E
E。
ロ
〈

-ng招
待

2
5
2デ
合
同
泣
ロ
匂

(
N
己・門町・

5ωC)
に
お
い
て
、
法
人
の
現
在

地
を
擬
制
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
厳
し
い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
対
人
訴
訟
に
お
げ
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ

ン
の
理
論

P
Z
F
g弓
え

宮

3
0
5ご
c
ュa-n氏
。
ロ
古

ωロ
伊
豆
。
ロ

E
H
)
q
g
g
E
)
L
は
、
自
然
人
の
場
合
に
は
、
被
告
の
現
在
地
を

基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
法
人
の
場
合
に
は
、
異
な
っ
た
取
り
扱
い
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
法
人
が
他
州
に
お
い
て
『
現
存
』
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
こ
と
は
、
そ
の
〔
現
存
と
い
う
〕
用
語
が
、
法
人
を
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ

ク
シ
ョ
ン
に
服
せ
し
め
る
と
い
う
扱
い
を
要
請
す
る
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
議
論
を
ほ
と
ん
ど
進
展
さ
せ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
は
、
答
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
を
提
示
す
る
以
上
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
法
人
に
所
在
地

2
2山
口
々
)
の
概
念
を
導

入
す
る
こ
と
は
、
法
人
の
目
的
を
達
成
す
る
行
為
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
困
難
で
あ
り
、
不
可
能
と
す
ら
思
え
る
。
株
主
、
役
員
お
よ
び

支
配
人
と
い
っ
た
個
々
人
は
、
法
人
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
行
為
の
す
べ
て
を
法
人
に
帰
し
て
い
な
い
。
彼
ら
が
法
人
を
代
表
す
る

と
言
え
る
の
は
、
業
務
に
携
わ
っ
て
い
る
と
き
だ
け
で
あ
り
、
法
人
の
行
為
を
部
分
毎
に
性
質
上
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、

彼
ら
は
、
共
通
の
計
画
を
実
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
ど
う
し
て
も
法
人
の
所
在
地
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
人
は
、
業
務

の
大
小
を
問
わ
ず
、

以
上
の
よ
う
に
、

そ
の
い
ず
れ
か
の
部
分
が
行
わ
れ
る
場
所
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
同
時
に
現
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

ハ
ン
ド
判
事
は
、
法
人
の
所
在
地
を
擬
制
す
る
こ
と
が
い
か
に
無
意
味
で
あ
る
か
を
述
べ
、
外
国
(
他
州
)
法
人
に
対

そ
れ
は
何
か
別
の
要
請
、
例
え
ば
被
告

一
定
の
業
務
執
行
を
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、

す
る
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、

の
便
宜
等
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、

つ
い
に

E
Z
E
E
-
。s
-
E
S
P
-〈
・
司
自
立
ロ
m
g
p
ω
N∞
巴
・



ω・ω
H
C
(
H
C
品
目
)
に
お
い
て
、
所
在
に
代
わ
る
基
準
と
し
て
、
寸
最
小
限
度
の
関
連
L

(

百円
E
B
Z
5
8
E
m丘
団
)
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る

料
、
一
九
三
七
年
に
下
さ
れ
た
ア
ル
コ
ア
事
件
第
一
判
決
で
は
、
ま
だ
法
人
の
所
在
地
を
擬
制
し
た
属
地
的
な
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
概

念
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

以
上
に
よ
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
お
よ
び
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
が
下
さ
れ
た
当
時
の
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
に
お
け
る
ジ
ユ

リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
が
、
幾
分
な
り
と
も
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
お
よ

び
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
い
ず
れ
も
領
土
内
に
お
け
る
人
の
所
在
に
よ
り
発
生
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
属
地
的
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
、
人
の
行
為
が
所
在
地
以
外
の
場
所
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、
法
人
の
所
在
地
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
行
為

と
こ
ろ
が
、
人
の
所
在
よ
り
も
行
為
そ
の
も
の
の
方
が
重
要
と
な
る
に
つ
れ
て
、

ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
そ
の
も
の
が
変
わ
っ
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
人
か
ら
行
為
に
視
点
を
移
す
こ
と
に

に
よ
っ
て
所
在
を
擬
制
す
る
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
。

よ
り
、
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
も
は
や
属
地
的
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、
人
の
所
在
を
擬
制
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ

北法41(5-6・239)2285

の
よ
う
な
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
は
、
従
来
の
も
の
と
全
く
別
物
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
に
対
す
る
ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
の
意
義
も
、
こ
の
よ
う
な
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
で
は
、
被
告
は
、
行
為
の
時
に
、
米
国
の
領
土
外
に
所
在
し
て
い
た
。
(
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
に
認
定

ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
属
地
的
な
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
に
よ
る
と
、
被
告
の
行
為
時
の
所
在
地
だ
け
が
立
法
的
ジ
ュ
リ

さ
れ
た
。
)



説

ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
結
果
発
生
地
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
被
告
の
所
在
を
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
っ

北法41(5-6・240)2286

るA
両岡

て
の
み
可
能
な
、
全
く
の
例
外
と
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ル
コ
ア
事
件
で
も
、
被
告
は
、
お
そ
ら
く
一
九
三
六
年

協
定
の
締
結
と
い
う
目
的
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
領
土
外
に
所
在
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
ハ
ン
ド
判
事
に
と
っ

果
発
生
地
の
両
方
を
含
み
う
る
の
で
、

て
は
、
も
は
や
被
告
の
所
在
地
は
重
要
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
行
為
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
広
い
意
味
の
行
為
は
、
行
動
地
お
よ
び
結

ハ
ン
ド
判
事
は
、
「
意
図
お
よ
び
効
果
」
と
い
う
条
件
を
付
け
な
が
ら
も
、
被
告
の
所
在
を
擬
制
す
る

こ
と
な
く
、
結
果
発
生
地
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
、
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
も
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
ル
コ
ア
事
件
第
一
判
決

ハ
ン
ド
判
事
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
擬
制
は
全
く
無
意
味
で
あ
り
、
所
在
以
外
の
基
準
が

は
、
法
人
の
所
在
地
を
擬
制
し
て
い
た
が
、

設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
基
準
は
、
も
は
や
立
法
者
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
も
の

で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
従
来
は
、
人
の
所
在
と
い
う
共
通
の
原
則
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
は
、
こ
の

後
、
分
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
お
よ
び
ア
ル
コ
ア
事
件
判
決
の
分
析
は
、
現
在
焦
点
と
な
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
寸
域
外

(
肝
)

適
用
」
問
題
の
実
際
的
解
決
に
は
、
役
立
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
、
し
ば
し
ば
先
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
判

決
が
、
は
た
し
て
充
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
点
に
疑
問
が
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
分
析
を
試
み
た
。
先
例
と
し
て
引
用

す
る
以
上
、
正
確
な
理
解
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
場
合
に
は
、
混
乱
と
誤
解
を
招
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
の
慎
重
な
姿
勢
が
望
ま
れ
る
。

〔
一
九
九

O
年
八
月
一
五
日
脱
稿
〕



アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

(
1
)
こ
の
よ
う
な
訳
語
は
、
往
々
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
に
お
け
る
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
が
わ
が
国
の
「
裁
判
管
轄
」
と
同
じ
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
の
誤
解
を
招
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
ノ
ボ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ

1
事
件
判
決
」
(
最
高
裁
昭
和
五

O
年
一
-
月
二
八

日
第
三
小
法
廷
判
決
、
民
集
二
九
巻
一

O
号
一
五
九
二
頁
)
に
関
連
し
て
、
判
例
評
釈
は
、
こ
ぞ
っ
て
公
正
取
引
委
員
会
の
外
国
事
業
者
に
対
す

る
「
対
人
管
轄
権
」
を
取
り
上
げ
た
。
津
木
敬
郎
・
国
際
商
事
法
務
四
巻
四
頁
、
石
井
健
苔
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
六

O
八
号
七
三
頁
、
遠
藤
博
也
・
ジ
ユ

リ
ス
ト
六

O
七
号
八
八
頁
、
久
保
欣
哉
・
金
融
・
商
事
判
例
五

O
二
号
八
頁
。
原
審
で
あ
る
東
京
高
裁
昭
和
四
六
年
五
月
一
九
日
判
決
、
民
集
二

九
巻
一

O
号
一
六

O
三
頁
に
関
連
し
て
、
丹
宗
昭
信
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五

O
九
号
二

O
O頁
、
松
下
満
雄
・
商
事
法
務
研
究
五
六
四
号
二
二
頁
。
公

正
取
引
委
員
会
の
昭
和
四
五
年
一
月
一
二
日
審
決
、
審
決
集
一
六
巻
一
三
四
頁
に
関
連
し
て
、
今
村
成
和
『
私
的
独
禁
法
の
研
究
岡
I
』
九
三
頁

以
下
、
木
元
錦
哉
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
六
号
一
八
八
頁
、
菊
地
元
一
・
公
正
取
引
二
三
三
号
一
五
頁
。
更
に
、
い
わ
ゆ
る
「
三
重
運
賃
同
盟
事
件
L

(
公
正
取
引
委
員
会
昭
和
四
七
年
八
月
一
八
日
審
決
、
審
決
集
一
九
巻
五
七
頁
)
に
関
連
し
て
、
小
原
喜
雄
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
三
四
号
九
八
頁
。
し

か
し
、
対
人
訴
訟
と
対
物
訴
訟
の
区
別
の
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
概
念
が
実
定
法
上
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
常
識
に
属

す
る
。
桑
田
三
郎
「
ノ
ボ
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー
そ
の
国
際
私
法
的
考
察
|
|
」
公
正
取
引
三

O
七
号
一

O
頁
参
照
。

(
2
)
〉
ヨ
巾
ユ
ロ
田
口

r
E
F
E
z
-
F
H
N
B
S
Z
B巾
ロ
件
。
同
仲
町
巾

FMZ司
え
の

OE--2
え

F
2
3・
ω
m
n
-
g
1
3
(呂
志
)
・

(3)
〉
ヨ
巾
ユ

g
ロ
戸
担
当
】
ロ
聞
広

E
R
-
H
N
g
g
z
g巾
ロ
円
。
時
同
町
巾
戸
田
君

ω巾円。ロ門戸

(VOロ
2
2
0同
戸
白
各
国

Naw
門町田円)門巾司

ω
(
巴
己
)

(4)ω
巾
巾
包
由
。
〉
ヨ
巾
1
2ロ
戸
向
者
同
ロ
m
H
P
E
P
H
N
g
g
g
B巾口同

O町
会
巾
戸
担
当

ω巾
円
。
ロ
門
戸
明
。
「
巾
応
ロ
刃
包
白
己
。
ロ
印
戸
田
唱
え
吾
巾
ロ
ロ
x
a
ω
g
g∞-

})白

H
H
H
(呂
町
印

)UHNggHmB巾
ロ
円
。
同
門
町
巾
戸
向
者
、
H，V-E-
旬
。
「
命
保
ロ

HNO}由
民
。
ロ
的
行
同
者
。
同
門
町
。

C
R丹
市
仏

ω
g
R少
間
以
白
ス
-
d

〉
(
邑
∞
叶
)
前

者
で
は
、
」
ロ
ユ
丘
三
宮
口
吉
円
)
吋
巾
田
口
刊
号
巾
ョ
お
よ
び
」
ロ
ユ
邑
山
口
昨
日
。
ロ
件
。
巾
口
町

O
R巾
ョ
と
い
う
こ
分
法
が
取
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
、

さ
ら
に
、
」
日
広
告
2
5
2
吉
田
弘
〕
邑

--B芯
3

が
加
え
ら
れ
、
三
分
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
野
村
美
明
寸
ア
メ
リ
カ
国

際
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
改
訂
に
つ
い
て

l
|国
家
管
轄
権
を
中
心
に
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
五
巻
六
号
七
六
頁
以
下
、
ア
メ
リ
カ
対
外

関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
訳
「
ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
第
三
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
付
」
同
八
八
巻
五
号
六
九
頁
以
下
参
照
。

(5)
そ
の
数
少
な
い
試
み
と
し
て
、
国
・
穴

5
5円巾
E
Z
E巾
白
5
2一宮口一回
n
y
m
F巾
F
Zロ
N
Z
B
E
Z吋
E
Z
O口
出
]
巾
ロ
司
ユ
〈
出
可
巾
ny片山
B
t
n
y
s

己巾凹白

HH同町円安出口町印門町
1
2
3
z
u
n
y
g
同
月
E
-
w
o口町一一
w
F
m，
g
仲
間
門
町
三
エ
ロ
司
富
田
『
片
山
口
君
。
-
R
(
呂日

N)
ム
-NN印
町
内
但
し
、
ク
ロ
ー
ン
シ
ユ

タ
イ
ン
の
研
究
は
、
不
充
分
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

北法41(5-6・241)2287 



説

(
6
)
さ
し
あ
た
り
、
松
下
満
雄
『
独
占
禁
止
法
と
国
際
取
引
』
(
一
九
七

O
年
)
、
同
『
ア
メ
リ
カ
独
占
禁
止
法
』
(
一
九
八
二
年
)
二
六
七
頁
以
下
、

小
原
喜
雄
「
域
外
管
轄
権
の
不
当
な
行
使
の
抑
制
方
法
と
し
て
の
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
義
と
限
界
L

国
際
法
外
交
雑
誌
八
八
巻
四
号
一
頁

以
下
、
同
「
多
国
籍
企
業
を
規
制
す
る
管
轄
権
原
理
の
展
開
|
|
域
外
適
用
の
賛
否
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
世
界
経
済
評
論
一
九
八
三
年
九
月
号
四

七
頁
以
下
、
石
黒
一
憲
『
現
代
国
際
私
法
・
上
』
(
一
九
八
六
年
)
一
九
二
頁
以
下
参
照
。

(
7
)
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
の
概
念
は
、
き
わ
め
て
多
義
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、

E
R
w
d
F担当

E
n
z
o
Eミ
温
存

Fa・
(
出
臼
)
唱
え
也
記
に
よ

る
と
、
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
と
は
、
以
下
の
こ
と
を
行
う
権
限
、
能
力
、
権
力
ま
た
は
権
利

S
Z
5
2
p
v
J
n白古田
n
S
J
U
0
4司
巾
吋
ミ
ユ

mZ)

を
意
味
す
る
。
「
行
為
す
る
し
・
「
裁
判
す
る
し
・
寸
判
決
を
執
行
す
る
」
・
寸
当
事
者
が
裁
判
所
等
に
出
頭
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
」
・

J
般
的
な
抽
象

問
題
を
扱
う
」
・
「
訴
訟
物
を
扱
う
」
・
「
決
定
す
る
二
「
法
律
問
題
だ
け
で
な
く
事
実
問
題
も
審
理
す
る
」
・
「
法
を
宣
言
、
解
釈
、
実
施
ま
た
は
適

用
す
る
」
・
「
訴
訟
、
紛
争
ま
た
は
問
題
を
裁
決
す
る
」
・
「
訴
訟
を
処
理
す
る
」
・
「
罰
す
る
」
・
「
調
査
を
開
始
す
る
」
・
「
命
令
ま
た
は
判
決
を
記
録

す
る
」
・
「
訴
訟
ま
た
は
紛
争
を
受
理
す
る
」
・
「
裁
判
所
が
紛
争
を
審
理
し
、
裁
決
す
る
権
力
を
有
す
る
か
否
か
を
審
査
す
る
」
・
「
司
法
権
を
行
使

す
る
」
・
「
審
理
し
、
裁
決
す
る
」
・
「
裁
決
し
な
い
で
、
審
理
す
る
L

・
「
事
実
を
調
べ
る
」
・
「
立
法
す
る
」
・
1

当
事
者
聞
の
紛
争
を
処
理
す
る
」
・
1

判

決
を
言
い
渡
し
、
ま
た
は
法
律
上
の
救
済
を
認
め
る
L

・
「
司
法
権
を
発
動
し
、
裁
判
に
至
る
L

・
「
命
令
ま
た
は
判
決
を
下
す
」
・
寸
審
理
に
入
る
」
・

「
審
理
す
る
」
・
「
動
産
占
有
回
復
訴
訟
に
お
い
て
財
産
の
占
有
権
に
関
す
る
紛
争
を
審
理
す
る
」
。

ω
2
包

g
〉
・
〉
・
由
回
耳
目
毛
色
mw
〉
叶
Z
R
Z巾

。
ロ
岳
巾
わ
C
口
出
向
円
円
。
同
戸
田
若
田
(
呂
町
一
ω
)
w

白
門
戸
l

吋吋・

(
8
)
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
と
し
て
、
川
上
太
郎
「
ス
ト
ー
リ
ー
と
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
」
神
戸
法
学
雑
誌
九
巻
了
二
号
三
四
頁
以
下
、
同
「
ビ
ー

ル
と
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
L

『
国
際
私
法
の
基
本
問
題
・
久
保
岩
太
郎
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
』
(
一
九
六
二
年
)
二
三
頁
以
下
、
桑
田
三
郎
「
ア

メ
リ
カ
国
際
私
法
に
お
け
る

Z
S工
担
当

5
2弓
に
つ
い
て
」
『
国
際
私
法
と
国
際
法
の
交
錯
』
(
一
九
六
六
年
)
五
九
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

(
9
)
〉
ヨ
巾
コ
門
出
口
切
回
口
出
口
同
わ
0・〈
-
C口
一
席
。
司
E
x
n
0・W
5
0
司
巾
門
戸
冨
品
冨
日
IH∞叶

(ω
・ロ
-
Z
・
J円
E
C∞
)
一
回
出
由
回
り
巾
応
-
N
2・
N
S
1
N
B
(
N
b
-
n一円

E
C∞)一

N
H
ω
d・
ω・
ωAF戸

ωEiω
日
目

(
E
C申
)

(叩

)
5
0
司巾門日同∞
hH(ω
・0
・
2
・
JR・
5
0∞
)
一
同
町
出
司
巾
己
-
N
E
(日仏
-
h
H
吋・

5
0∞)一

M
E
d
-
ω
・
ω品、吋

(
E
o
s
-

(日

)
N
H
ω
C・
ω・
ωAF戸

ω印
印

ω印
坦

(
E
o
s
-

(ロ
)ω
巾
巾
〉
・
〈
口
町
内
3
J
4
E
m
h
o
口
出
一
円
円
。
門
戸
白
羽
田
-
N
己
・
巾
仏
・
(
巴
(
)
∞
)
唱
え

2
0
l
g戸
叶
N
h
r
]

出
・
∞
巾
出
-mwE〉
、
叶
吋
白
血
丘
団
内
。
ロ
門
町
巾
打
。
口
百
円
件
。
同

円、回当日唱ぐ
c-
・円

1Hν
由同
1

仲

間

(
S
H
e
-
出門戸
NH

論

北法41(5-6・242)2288



アメりカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

(
日
)
こ
の
例
外
は
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
自
身
に
よ
り
、
ス
ト
ラ

i
ス
ハ
イ
ム
事
件
判
決
に
お
い
て
、
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
後
述
一
ニ

1
参
照
。

(H)
そ
の
先
例
と
し
て
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
自
身
が
下
し
た
ス
レ
イ
タ
i
事
件
判
決
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
後
述
三

1
参
照
。

(
日
)
そ
の
先
例
と
し
て
、
日
ν}
比
三
宮
〈

-
F
H
B
(同∞
S
)
・
「
同
州
品

ρ
・∞
N
N
印
・
自
由
一
(
同
句
。
)
・
円
、
.
河
・
品
。
-
∞
-

Y

M

∞
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判

決
に
つ
い
て
は
、
西
賢
「
不
法
行
為
の
プ
ロ
パ

1
・ロ

l
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
雑
誌
一
五
巻
四
号
六
九
四
頁
以
下
、
折
茂
豊
『
渉
外
不
法
行
為

法
論
』
(
一
九
七
六
年
)
四
三
頁
以
下
参
照
。
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
巴
円
巾
予
告
百
円
山
口
0
8
(
H
N
)

唱
巳
∞
お
も
引
用
し
て
い
る
が
、
ダ
イ
シ

1
の
規

則
一
七
九
の
よ
う
な
法
廷
地
法
の
累
積
適
用
は
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
に
よ
り
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
後
述
三

1
参
照
。

(時

)
ω
2
0・4
司

E
C
-
5
2唱、
H，
Z
H
M白
任
。
ご

zctF一口一
no--mn円
包
円
、
呂
田

-
E宮『凹
(H5N)
唱
三
回
出
叶
・

(
口
)
後
述
三
の
よ
う
に
、
立
法
者
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
人
が
行
為
時
に
領
土
内
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
段
落
は
、
行
為
地
法
主
義
を
述
べ
た
前
段
落
と
同
じ
こ
と
を
言
い
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
。

(
問
)
後
述
四
の
よ
う
に
、
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
人
が
令
状
送
達
の
時
に
領
土
内
に
所
在
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
が
、
行
為

地
の
立
法
者
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
法
廷
地
の
裁
判
所
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
。

(
凹
)
寸
法
人
は
、
そ
れ
を
設
立
せ
し
め
た
主
権
の
境
界
外
で
は
、
法
的
存
在
を
維
持
し
え
な
い
。
L

∞
出
口
付
丘
〉
ロ

m
g
g
〈・開

R
F
z
p
u吋
(ω∞

d-ω
・
)
日
夕
日
∞
∞
(
同
∞
ω
由
)
・

(
却
)
後
述
四
の
よ
う
に
、
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
に
つ
い
て
も
、
法
人
は
、
自
然
人
と
同
様
に
、
そ
の
設
立
地
以
外
に
所
在
し
う
る
と

み
な
さ
れ
て
い
た
。

(
幻
)
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
こ
こ
で
寸
す
べ
て
の
立
法
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
属
地
的
で
あ
る
」
と
い
う
開
凶
宮
門
序
回
宮
古

(
E
3
)
・
H
N
(
U
F
・ロ

印M
M
W

印
日
∞
等
々
を
引
用
し
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ズ
判
事
自
身
は
、
冨
己

E
Z
〈・司田口
o
p
H三
宮

g
m
-
N
E
C
S
C
)
に
お
い
て
、
「
立
法
者
の
権
力

は
属
地
的
で
あ
る
し
と
述
べ
て
い
る
。
ハ
ン
ド
判
事
の
同
様
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
後
述
(
市
)
お
よ
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
幻
)
本
件
自
体
は
、
民
事
事
件
で
あ
る
が
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
は
、
民
事
責
任
だ
げ
で
な
く
(
四
条
・
七
条
)
、
刑
事
責
任
を
も
発
生
さ
せ
る
た
め
(
一

条
)
、
本
文
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ω
2
C
E
Z門
同
盟
主
巾
凹
〈
・
回
。
者
自
由
P
M
g
d・
ω・宮
w

由∞

(
E
N
S
-

(
お
)
後
述
三

2
の
よ
う
に
、
被
告
の
行
為
が
外
国
法
た
る
行
為
地
法
に
よ
り
刑
事
責
任
を
発
生
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
刑
事
責
任
は
、
法
廷

地
の
裁
判
所
に
よ
り
承
認
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
で
は
、
不
法
行
為
責
任
が
成
立
す
る
か
否
か
だ
け
が
検
討
さ
れ
た
。
な
お
、
外
国
法

に
よ
り
発
生
し
た
責
任
が
承
認
さ
れ
る
か
否
か
の
点
を
除
け
ば
、
私
的
権
利
侵
害
(
℃
ユ
〈
即
席
者

g
ロ
m)
た
る
不
法
行
為
と
公
的
権
利
侵
害
守
口
Z
W
北法41(5-6・243)2289



説

宅
BDm)
た
る
犯
罪
(
円
ユ

5
2
自
己

B~丘
町

5
8口
。
円
印
)
と
で
、
抵
触
法
上
の
扱
い
は
異
な
ら
な
い
。
後
述
注
(
的
)
参
照
。

(μ)
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
地
域
に
つ
い
て
は
、
パ
ナ
マ
独
立
前
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
合
衆
国
と
コ
ス
タ
リ
カ
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
条
約

に
も
と
づ
く
仲
裁
判
断
が
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
に
よ
り
下
さ
れ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
合
衆
国
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
〉

B
R片
田
口
回
国

E
B

わ。・
4
・
口
口
広
巾
己
司
吋
CR(U0
・
H白血匂巾【凶
-
N
2・
N
E
(
N己
-n-『
-
E
C∞)一

N
E
C・
ω・
ω品、戸

ω早川

(Eos-

(
お
)
こ
れ
は
、
後
述
三
ー
の
よ
う
に
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
が
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
を
「
物
理
的
な
権
力
L

の
問
題
と
考
え
て
い
る
こ
と
と
関
連
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
部
)
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
戸
田
B
q
〈
-
C
E
g門日

ω
g
H巾
少
ピ
c

d
・
ω・
8
・
宏

(
5
5
)
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ

ク
シ
ヨ
ン
は
権
力
の
問
題
で
あ
り
、
間
違
っ
た
決
定
も
正
し
い
決
定
も
含
む
。
」

(幻

)
ω
2
5・
・
己
主
・
「
紛
争
が
破
産
、
著
作
権
、
特
許
権
ま
た
は
海
事
の
よ
う
に
、
連
邦
法
に
よ
り
規
制
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
場
合
に
は
、

ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
本
案
と
非
常
に
密
着
し
て
い
る
の
で
、
〔
連
邦
〕
法
の
範
囲
内
に
な
い
事
件
は
、
〔
連
邦
〕
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ

ク
シ
ヨ
ン
の
範
囲
内
に
も
な
い
。
」
こ
れ
は
、
事
項
的
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
(
印
ロ
豆
町
己
自
己
お
吋
〕

R
2
e
n昨日
O
ロ
)
の
問
題
で
も
あ
る
。
さ
し

あ
た
り
、

M
・
D
グ
リ
ー
ン
『
体
系
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
』
(
一
九
八
五
年
)
一
八
頁
以
下
参
照
。

(却

)
C
E
R己
ω
g
g印
〈
・
〉
E
S
E
E
B
(
U
0・
0同
〉
B
∞
1
2・
E
Hサ・
ω戸
R
y
s
w
-
2
1
5叶

(ω
・ロ
-
Z・
Jへ・
5
台)・

(却

)
N
o
m，・
ω己目)匂

-z・
に

(ω
・0
・
2
・M
1
・
Eω
吋)・

(却

)
t
m
J
ω
己目)日)・由

4JHO∞
(ω
・ロ

-z・
Jへ
冨
色
)
一
巳
∞
司

N仏
-AMHAybH(Na・口町・
5AF印)・

(
汎
)
ぷ
口
町
白
σHEロペ
w

と
は
、
現
実
か
つ
恒
常
的
に
、
あ
る
地
に
居
住
し
、
そ
こ
に
ド
ミ
サ
イ
ル
を
有
す
る
者
を
指
す
が
、
法
人
の
場
合
に
は
、
そ
の
設

立
地
に
お
い
て
の
み
、
」
ロ
『
目
立
ER--
と
な
り
う
る
の
で
、
本
文
の
よ
う
に
訳
し
て
お
い
た
。
さ
し
あ
た
り
、
巴
同
門
}
ぺ
印
戸
向
者
巴
n
z
o口
出
ミ

L
P

巾
門
戸
(
同
甲
山
戸
)

w

即

片

申

M
H
・

(幻

)NCHYωZH)℃・
5
・
5
(
ω
ロ・

2
・
Jヘ・
5ω
吋)・

(
お
)
本
法
に
お
い
て
「
反
ト
ラ
ス
ト
法
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
ャ

1
マ
ン
法
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
関
税
法
七
三
条
な
い
し
七
七
条
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
関
税
法

七
三
条
な
い
し
七
六
条
を
改
正
す
る
法
律
、
お
よ
び
本
法
を
指
す
(
ク
レ
イ
ト
ン
法
一
条
)
。

(制
)
ε
〉ロ山、∞
E
F
白円
C
。
ロ
。
吋
℃
吋
o
n巾
巾
門
出
口
関
口
口
門
同
町
吋
任
。
出
口
号

E
丸
一
白
老
回
同
m
何回一口印門出

g
G
O
E
t。
ロ
自
由
出
、

σ巾
σ円。ロ
m
E
ロ
O円
。
ロ
-
M
H
E
S
m

]
ロ
門
出
円
一
色
告
白
仲
ユ
円
件
当
}
戸
巾
5
0同
日
昨
日
間
同
ロ
宮
町
田
玄
E
ロデ

σ三
白

-g-口
出
口
可
島
田
門
司
一
円
件
当
『
巾
5
-
D
R
5白可

σ巾
向
。
ロ
ロ
己
O
円円円白ロ印白
ngσ
ロ印山口町印印岨

三ム
日間
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アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

自
己
田
口
七
5
2
g
z
g門
町
門
出
回
巾
由
自
由
可

σ巾
8
2
a
z
門町内己一∞
E
2
0向
者
町
山
岳
山
門
{
印
白
ロ

Z
E
E
C
S
F
2
4司
町
巾
「
ぬ
ぐ
巾
円
山
件
目
白
山
、

σ巾

円。ロロ仏
.w-

(
お
)
ヴ
ェ
ニ
ュ
!
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
述
注
(
訂
)
参
照
。

(
お
)
己
巳
門
E
g
R
2
4・
〉
-
z
g
z
z百
円
。
・

0同
〉
B
q
w
p
呂

町

ω口問)同)・
5
・
日
目
(
∞
-
U
-
Z・
Jへ・
5ω
叶
)
そ
の
先
例
と
し
て
、
司
白
己
N
白
〈
目

ωロ
E
C巾
一
町
田
口
口
出
わ
C田
-
n
o
-
-
N
N
C
Z
J円
N印
由
(
早
口
)
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
述
四
参
照
。

(幻

)
Eニ
巳

E

(却

)
E
3
呉

昌

NC

(
却
)
口
口
一
宮
内
同

ω
g
g印
4・〉
Z
5
5
z
g
(リ
0・
。
『
〉
5
2
-
n
p
t
司

ω口問
6
・
2
・
N
g
i
N
2
5・ロ
-
Z・
Jへ・
5
白)・

(
川
刊

)
E・唱え

N
2
1
M
g

(HU)HAF∞
匂

-N己・品一目白唱品一凶申
lhFh時一凶

(N己
・
門
町
-H宇品目印)・

(必

)
E・
唱
え
主
ωム
主
-

(
日
)
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
注
(
6
)
の
文
献
参
照
。

(
叫
)
ハ
ン
ド
判
事
は
、
一
般
論
と
し
て
、
外
国
法
に
よ
り
成
立
し
た
責
任
の
承
認
を
否
定
し
た
わ
げ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
論
と
し
て
は
、
ハ

ン
ド
判
事
も
、
行
為
地
法
上
の
責
任
を
法
廷
地
法
上
の
責
任
の
モ
デ
ル
と
し
て
承
認
し
て
い
る
の
で
、
本
件
で
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
性
質
が
例

外
を
認
め
さ
せ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
後
述
三

2
参
照
。

(
江
川
)
ハ
ン
ド
判
事
が
な
ぜ
、

E

。。ロ
2
2
え

cza--と
い
う
よ
う
に
、
引
用
符
を
付
し
、
固
有
名
調
と
し
て
表
記
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し

か
し
、
ハ
ン
ド
判
事
が
シ

l
グ
マ
ン
事
件
判
決
(
後
述
三

2
)
に
お
い
て
、
寸
法
の
抵
触
に
関
す
る
法
」
と
述
べ
た
と
き
に
は
、
普
通
名
調
と
し
て

表
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
省
略
形
と
し
て
の
寸
抵
触
法
し
と
い
う
名
称
が
、
す
で
に
ス
ト
ー
リ
ー
、
ビ

1
ル
等
の
著
作
の
表
題
と
し
て
採

用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
当
時
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
ま
だ
一
般
的
で
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

(
必
)
ハ
ン
ド
判
事
は
、
そ
の
先
例
と
し
て
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
お
そ
ら
く
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ

ナ
ナ
事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
原
告
の
損
害
が
専
ら
米
国
国
外
に
お
い
て
発
生
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
こ
こ
で
い
う
1

忠
誠
義
務
L
S
E
a
-即
日
巾
)
と
は
、
米
国
国
籍
の
保
有
か
ら
発
生
す
る
ロ
白

E
E一
色
ぽ
色
白
ロ
円
巾
の
意
味
に
解
さ
れ
る

o
E
R
r
-
m

戸
田
君
己
目
nzcロ
白
弓
ihpymn--(呂
町
一
同
)
弘
一
昨
宰
・

ω巾
何
回
]
印
。
∞
E
n
w
g
m叶
〈
-
C
E
S円四

ω
g円
2
・
N∞AFC-ω-AFNY
お∞

(HSN)
・
そ
こ
で
は
、
ブ

北法41(5-6・245)2291



説

ラ
ン
ス
に
居
所
を
移
し
た
米
国
国
民
に
対
す
る
米
国
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ョ
ン
が
、
米
国
国
籍
の
維
持
を
理
由
と
し
て
、
し
た
が
っ
て

米
国
に
対
す
る
忠
誠
義
務
を
理
由
と
し
て
、
肯
定
さ
れ
た
。
後
述
注
(
苅
)
お
よ
び
そ
の
本
文
も
参
照
。

(
必
)
ハ
ン
ド
判
事
は
、
そ
の
先
例
と
し
て
、
ま
ず
ス
ト
ラ

i
ス
ハ
イ
ム
事
件
判
決
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
後
述
三

2
参
照
。
な

ぉ
、
ハ
ン
ド
判
事
は
、
第
一
次
抵
触
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
六
五
条
も
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
あ
る
邦
に
お
い
て
行
わ
れ
た
行
為
の

結
果
が
他
の
邦
に
お
い
て
発
生
し
た
場
合
に
は
、
行
為
お
よ
び
結
果
の
連
鎖
中
の
出
来
事
が
発
生
し
た
各
邦
は
す
べ
て
、
そ
の
効
果
と
し
て
の
権

利
そ
の
他
の
利
益
を
創
設
す
べ
き
立
法
的
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

O
L
H
N
g
g
z
g
S
F
E胃
白
コ
C
R
(
N
)
温
出
斤
也
叶

l
c
∞
そ
し
て
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
る
と
、
複
数
の
邦
が
立
法
的
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
を
有
す
る
場
合
、
法
選
択
の
問
題
が
生
じ
る
と
い
う

の
で
あ
る
が

(
E・
唱
え
器
)
、
本
件
で
は
、
後
述
三

2
に
お
い
て
掲
げ
た
理
由
に
よ
り
、
外
国
法
た
る
行
動
地
法
に
よ
っ
て
成
立
し
た
責
任
は
承

認
さ
れ
な
い
の
で
、
結
果
発
生
地
た
る
米
国
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
組
)
ハ
ン
ド
判
事
は
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
代
理
人
の
存
在
を
重
視
し
な
い
姿
勢
を
示
し
た
。
し
か
し
、
通
常
の
不
法
行
為
事
件
で
は
、
代
理
人
の

行
為
に
よ
る
本
人
の
責
任
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
本
人
が
代
理
人
の
行
為
地
に
所
在
し
て
い
た
か
の
ご
と
く
、
そ
の
地
の
立
法
者
の
ジ
ュ
リ
ス

デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
服
す
る
と
し
た
判
決
も
あ
る
。

ω門
町
巾
巾
吋
〈
日
Ncn}向
日
冨
2
0
3
h
o門句。吋丘一。
p

g
司
・
包
-ENW
由
民
l
E品
(Na-C吋
-Eω
品)・

(
但
し
、
本
件
で
は
、
授
権
の
有
無
が
明
ら
か
で
な
い
と
し
て
、
原
審
へ
差
し
戻
し
た
。
)
こ
れ
に
よ
る
と
、
ハ
ン
ド
判
事
が
引
用
し
た
ア
ル
コ
ア

事
件
以
前
の
判
例
は
、
米
国
の
取
引
を
制
限
す
る
意
図
お
よ
び
効
果
よ
り
も
、
代
理
人
の
行
為
が
本
人
の
行
為
と
同
一
視
で
き
る
こ
と
の
方
を
重

視
し
た
こ
と
に
な
り
、
ア
ル
コ
ア
事
件
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

(
印
)
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
抵
触
法
理
論
全
体
に
つ
い
て
は
、
。
・
民
刃
包
Z
W
Y唱、
H
d巾
円
。
ロ
E
2
0同
下
白
羽
田
宮
戸
口
0
8匂
}
q
o同
冨
叶
・
』

5
t
B
ロ
o
-
5
2・

N∞
(
U
巾。目円、.](同由
ω申
)
噌
同
庁

HINω
目

(
日
)
冨
よ
白
門
叶
・

(
臼
)
原
告
の
請
求
は
、
刑
法
違
反
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
も
と
づ
く
民
事
責
任
に
関
す
る
メ
キ
シ
コ
刑
法
典
第
二
編
の
諸
規
定
に
依
拠
し
て
い

た
o
E
A
H
d・
ω-HNO咽
同
自
由
(
昌
宏
)
目

(日

)
E
W
同
門

HN出・

(
M
)
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
ス
レ
イ
タ

l
事
件
判
決
以
降
、
一
時
期
、

t
z
-
m
a
zロ
ェ
に
代
え
て
、
ぷ
Z-m白
zo--
と
い
う
ラ
テ
ン
語
を
使
っ
て
い
た
。

己目
J
A
印
〈
-F向
日
-
-
印
咽
冨
品
ピ
・

ω-h旧日・

hH印
ω
(
Z
E
r
o
-己
ロ
。
5
5目。ロ

ω円
g
B
m
E匂
わ
。
〈
・
の
ニ
ヨ
。
円
0・
NO吋
己
・

ω・
ω坦
∞
唱
ち
印

(
E
C吋)・

論
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アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

開

Y
BロN
者向日開増田口℃
E
ロ
O
R
(叶
)
"
え
呂
ロ
ロ
・

5
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
ラ
テ
ン
語
の

EO豆一阿国広
03
の
方
が
英
語
の
な
oz-m由民
Oロ
ョ
よ
り
も
広
く

明
白
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

(
日
)
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
抵
触
法
理
論
は
、
ビ

l
ル
の
理
論
に
類
似
し
て
い
る
た
め
、
「
既
得
権
」

(
4
2
g
己ユ
m宮
田
)
の
理
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
ホ
l

ム
ズ
判
事
自
身
は
、
む
し
ろ
寸
創
設
済
み
の
権
利
L

(

ユm
Z
Q
E芯
仏
)
ま
た
は
「
創
設
済
み
の
責
任
」
台
湾
同
門
包

-Uz--q)
と
述
べ
て
い
る

o

u白
4
U
〈
・
冨
E
m
-
H
U品
ピ
・

ω・品目
HW
品印品

(
E
Z
)
・
(
い
同
国
g
]巾唱凹己匂
E
ロ
cg(HN)w
三
回
C日
HHU一河内川
E
k
y
w
印
毎
日
ロ
。
8
3
0
)
唱
丘
町
l
N

(
同
)
ス
レ
イ
タ
l
事
件
判
決
以
外
に
、
。
出
〈
2
4・
宮
口
]
由
・
出
品
己

ω
品
戸
品
印
品

(
5
2
)
一
当
日
B
E
d
-
叶
包
括
円
。
〈
・
∞
g
d司
P
N
Z
C・
ω・
2
N唱

日仏叶

(
E
E
)
一】)巾
E
R
Y巾
∞
白
ロ
W
E
-
-包巾

Z
C
B
σ
R
m
〈
・
出
口
BHUFZ日コ

M叶
日
巴

ω
印
HH
印
HU(戸
由
民
)
一
回
目
5
2
5同ロロ

4・
∞
三
y
q一山口門戸

N早

口・

ω-N印
ωwN印印

(H由一山叶)

(
町
)
ス
レ
イ
タ
1
事
件
判
決
以
外
に
、
と
り
わ
け
司
R
B
R印
円
。
白
ロ
除
け
の
0・〈・豆一ロロ
B
o
g
-
N∞
C
C・
ω-NC品唱

NH吋

(HSC)
・
そ
れ
に
よ
る
と
、

寸
か
か
る
債
務
(
。
豆
町
田
Z
0
2
由
)
が
他
州
に
お
け
る
訴
訟
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
創
設

(nZ丘一
o
ロ
)
で
は
な
く
、
承
認
(
門
巾
g
mロ
E
Cロ)

に
も
と
づ
い
て
い
る
。
L

「
金
銭
債
務
(
号
σ円
)
は
、
ど
こ
で
執
行
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
創
設
せ
し
め
、
か
つ
依
然
と
し
て
金
銭
債
務
た
ら
し

め
て
い
る
法
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
承
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
執
行
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」

(同一

)
ω
2
白
-
8
4ぞ
包
m
Y
4
2巾当
J

ヘ2
r
h
w
z
-
何

-HN・
(U0・w
H
E
富
田
印
印
・
印
己
(
呂
田
品
)
(
白

E
E白
目
巾
ロ
門
出
}
色
町
『
2
8
2
0同日
5
r可)一句。
-
gロ
4・

ω
z
d司白
F
H
E叶
冨
白
mm-MHH(HS叶)(℃
O]山
門
可
沙
門
担
ロ
包
内
円
3
t
oロ)一(リロ
σ白
河
-h0・
4・
hH10岳山〉

MMMC-ω
・品

3
・
む
∞

(
H
2
N
)
(白
ロ
ヨ
芹

O問

問】。
--nu「)一

ong-口一円

ω円2
5
Z白
〈
・
わ
O
〈
・
冨
巾
-SFNωω

口・

ω・戸∞
w吋
ω
N
(
H
U
E
)
(吾
巾
己
。
ョ
巾
丘
町
内
問
)oznv『)・

(
回
)
ス
レ
イ
タ
l
事
件
判
決
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
メ
キ
シ
コ
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
救
済
方
法
が
定
期
金
の
支
払
で
あ
り
、
し
か
も
将
来
に
お

け
る
事
情
の
変
更
に
よ
り
金
額
を
変
更
し
う
る
な
ど
、
米
国
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
訴
訟
の
権
限
を
越
え
て
い
た
た
め
、
訴
え
は
却
下
さ
れ
た
。
冨
品

d
・

∞
-HNOw-N∞
(
S
O
S
-
ま
た
、

o
n
g口付

2
2
5
Z白
〈
打
。
〈
・
宮
巾
--cFNωω
己・

ω・戸∞

(
E
E
)
で
は
、
英
国
法
に
よ
り
成
立
し
た
不
法
行
為

責
任
に
つ
い
て
、
米
国
の
連
邦
制
定
法
に
も
と
づ
く
船
主
責
任
制
限
手
続
が
認
め
ら
れ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
船
主
責
任
制
限
の
準
拠

法
」
香
川
法
学
四
巻
二
号
一
七
六
頁
以
下
o

F巾
包
g
当

g
R
E
d
-
斗
巳
晶
・
ゎ
0・
〈
∞
g
当
P
N
E
C・
ω・
2
N
-
E吋

(
S
H
e
-
(責
任
制
限
は
、

異
な
っ
た
根
拠
に
も
と
づ
く
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、
前
掲
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。
)
さ
ら
に
、
コ
モ
ン
・
ロ

1
諸
国
聞
に
お
い
て
は
、
一
国
の
コ

モ
ン
・
ロ

l
は
他
国
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
と
の
推
定
が
働
く
が
、
そ
れ
以
外
の
外
国
法
お
よ
び
他
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
諸
国
の
制
定
法
に
つ
い
て

は
、
こ
の
よ
う
な
推
定
が
働
か
な
い
の
で
、
主
張
お
よ
び
証
明
を
必
要
と
す
る
。
キ
ュ
ー
バ
法
に
関
し
て
、
(
リ
ロ
σ白
河

(U0・〈・
(Ug∞σω
〉
N
N
N
C
-
北法41(5-6・247)2293



説

ω・品
3
・品吋由

(EHN)
・
ω巾巾白}印
C
〉
印
]
田
口
町
田
口
〈

U
S
E
S
-印
P
日
記
冨
白
凹
印
・

ωN∞
(
5
3
)
・

(
伺
)
例
え
ば
、
注
(
回
)
に
掲
げ
ら
れ
た
判
決
は
、
い
ず
れ
も
当
該
事
件
に
つ
い
て
根
本
的
な
政
策
の
相
違
を
認
定
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

よ
う
な
渉
外
事
件
で
は
、
「
裁
判
所
の
任
務
は
、
法
廷
地
の
正
義
観
念
を
実
行
す
る
こ
と
で
は
な
く
」
|
|
凸
cσ
白
河
-n0・〈
-
n
g岳山、
.
N
N
N
C・

ω・
2ω
・
お
∞

(EHN)
・
|
|
、
外
国
法
に
よ
り
成
立
し
た
債
務
を
執
行
す
る
た
め
に
、
寸
法
廷
地
の
裁
判
所
を
貸
そ
う
と
し
て
い
る
」
|
|
巴
巾
三
R
Z

回目ロ
W

明ロ
S
Z
Zロ
ヨ
σ
R
m
〈
・
出
己
ヨ
方
町
吋
mu〉

N叶
N
C
-
∞
-
E
H
印
N
C
(
E
N
g
i
-
-に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
∞
巾
巾
回
目
白
C
N
g
g
q
B出口口
4
・

ω三
宮
町
ユ
白
ロ
門
H
N
Z
C・
ω
-
N
E
-
N印印

(
E
N叶
)
・
し
た
が
っ
て
、
結
局
、
注
(
印
)
に
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
な
手
続
上
の
制
限
を
理
由
と
し
た
執
行
の
拒

否
ま
た
は
制
限
が
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

(
日
)
岩
田
Z
Y
〈
-
z
g司
J

円
2
r
h
r
z・開
-
m
-
h
o
-
-
H
S
冨
目
的
・
日
目

(
E
E
)
・

(
位
)
匂
印
〈
一
間
〈
・
宮
口
ZW
回
定
口
・

ω・仏印
H

・
8
ω
(昌
宏
)
・

(臼

)(ucσ
白
河
・

(U0・〈・ハ
U円。∞
σM1・
N
N
N
C・
ω
品、吋一戸品吋∞

(HSN)
・

(
臼
)
冨
n
H
)
O
口出
E
〈
・
冨
白
σ
2・
Eω
己目

ω・き・

2
(早
口
)
・
本
件
は
、
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
な

観
点
は
、
立
法
者
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
後
述
四
参
照
。

ω
2
丘
団
。
円
、
白
B
R
〈
-
C
E
Z己

ω
g
R
P
N品
。
己
・

ω・

2
・
E
(
H
U
H
E
)
・l
l前
述
注
(
町
四
)
参
照
。

(臼

)
ω
2
同町
O

河
巴
σロ円
yw
印
己
目
)
日
ロ
O
門巾(日
C
)

唱
丘
町
・

(
侃
)
巴
白
〈
{
印
〈
・

E
E
m
w
H宮
口
・

ω'
仏印
H・
品
目

(
E
o
s
-
∞巾巾白]印
CHMO]印
Oロ
4
・
g
m
d
S
F
H由
叶
呂
田
印
印
-
N
H
H
(
H
S吋)

(

訂

)

【

UCσ
白
河
-h0・〈
-h円。∞
σ
M
J
N
N
N
C
ω
合
J
F

品、可申(回申
HN)
・

(倒

)
N宮
口
・

ω・
2
N・
2
叶

(
E
E
)
そ
こ
で
は
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
自
身
が
下
し
た
ス
レ
イ
タ
l
事
件
判
決
お
よ
び

nzσ
国
見
。
。
・
〈
-
n
g島》
J
M
M
M

C-
∞
-Gω(HCHN)
が
引
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
そ
の
既
得
権
理
論
を
初
め
て
示
し
た
ぎ
色
目
7

4
・
z
g司
J

へ2
r

除

Z
H
W
-
m
ハU0・・
5
0
冨
自
由
・
印
ご

(
H
S品
)
に
お
い
て
、
同
VE--f印
〈
・
担
、
吋
巾
(
同
∞
叶
司
)
「
閉
山
由
心
切

HWN∞咽

NU
等
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
あ
る
い
は
、
:
:
:
英
国
法
は
、
当
裁
判
所
の
見
解
と
調
和
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と

も
、
当
裁
判
所
の
見
解
は
、
:
:
:
移
動
的
訴
訟
原
因
(
斤

E
E芹
C
ミ
門
出
己
目
。
。
『
同
門
巴
O
ロ
)
が
本
邦
の
一
州
に
お
い
て
、
当
地
の
:
:
:
コ
モ
ン
・

ロ
!
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
法
廷
地
州
の
見
解
と
わ
ず
か
に
異
な
っ
て
い
て
も
、
政
策
の
基
本
的
相
違
に
至
ら
な
い
と
き
に
は
、
当

事
者
の
行
動
を
支
配
し
た
法
に
よ
り
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
債
務
の
執
行
は
妨
げ
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

北法41(5-6・248)2294

論



アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

(ω)
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
ス
レ
イ
タ
l
事
件
判
決
に
お
い
て
、
「
権
利
侵
害
行
為
地
L
(
門
Z
立
向
日
。
『
同
町
巾
当
円
。
ロ
札
口
-
R
斤
)
と
述
べ
て
い
る
。

円
由
品
巴
・
∞
-
H
N
C
W
H
N
由
(
E
E
)
ω
2
と
き
わ
ロ
σ白
河
-
n
0
4
n
g
笹山〉

N
N
N
C
・
ω
・
ミ
ω
司
会
∞
(
E
H
N
)
「
権
利
侵
害
」
(
者
吋
O
D
m
)
と
は
、
個
人

に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
私
的
権
利
侵
害
(
不
法
行
為
、
契
約
違
反
な
ど
)
お
よ
び
社
会
全
体
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
公
的
権
利
侵
害
(
犯
罪
)

の
両
方
を
含
む
の
で
l

l目
白
n
w
-
m
E
当
巴
n
z
c
E
ヲ
仏
門
町
包
・
2
E
H
)
w
同
ニ
吋
∞
∞
・
|
|
ス
レ
イ
タ

l
事
件
判
決
で
述
べ
ら
れ
た
抵
触
法
理
論

は
、
原
則
と
し
て
、
民
事
事
件
だ
け
で
な
く
、
刑
事
事
件
に
も
適
用
さ
れ
る
。
但
し
、
後
述
三

2
の
よ
う
に
、
公
的
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
、
行

為
者
が
法
廷
地
の
立
法
者
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
服
し
て
い
た
か
否
か
だ
け
が
問
題
と
な
る
。
前
述
注
(
幻
)
も
参
照
。

(
叩
)
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
そ
の
先
例
と
し
て
、
他
の
判
決
と
共
に
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
本
件
は
、
ア
メ
リ

カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
に
お
け
る
第
三
の
例
外
に
該
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
本
判
決
は
、
後
に
ハ
ン
ド
判
事
に
よ
っ
て
、
ア
ル
コ

ア
事
件
第
二
判
決
の
先
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
前
述
注
(
川
知
)
参
照
。

(
九
)
前
述
注

(ω)お
よ
び
そ
の
本
文
参
照
。

(η)
な
ぜ
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
ド
判
事
は
、
「
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
」
|
|
シ

l
グ
マ
ン
事
件
判
決
|
|
、
寸
事
物
の
本
質

か
ら
考
え
て
」
|
1
4
Z
E
5
2
弓
の
2唱

ωcc
句

界

ま

(
ω
-
U
-
Z
J
へ
E
N
e
-
-
、
「
必
然
的
に
L
I
-
-
E
Z
n
z
g
己
q
u
-
R
S
Z
'

。g巾
-
z
n
g
R
4
・
ロ
ω
・
ω
門
巾
巾

-
P弓
ニ
ω
C
C
H
吋
-
E
Y
Z
品
(
∞
-
u
z
・
J
へ-
E
N
e
-
-
、
そ
う
で
あ
る
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
。

(
刀
)
の
E
D
巾
凹
印
〈
豆
一
-
-
2
・
N
S
明
言
少
コ
。

s・
o
-
z
・
J
ヘ
・
5
E
)

(
刊
)
シ
!
グ
マ
ン
事
件
判
決
以
外
に
、
斗
}
戸
内
』
同
5
2
ζ
6
2
・
ω
C
C
H
y
s
w
g
a
u
z
・
J
R
E
E
)
(
円
宮
町
2
-
m
-
ロ
釦
]
丘
円
。
立
g
)
一
口
一
5
2
-
o
ロ

内
同
内
山
門
巴
2
n
o
ロ
件
。
l
c
g
巾
-
z
n
y
同
伴
〈
・
巴
・
ω
・
ω
仲
町
巾
-
n
o
門
事
・
ω

。c
m，
E
Y
E
品
(
ω
・

0
・
z
・
J
ヘ
・
5
E
)
(
吋
一
m
F
Z
釦
ロ
門
日
仏
三
一
何
回
印
日
ヨ
ロ
釦
吋
)
一
ω
円
F
O
R

〈
H
N
o
n
r
E
冨
c
Z
門
田
打
。
召
O
B
円
一
。
p
g
司
-
N
己
・

2
戸
申
立
(
包
-
C司
・
凶
器
品
)
(
岳
町
田
門
自
己
田
丘
町
O
こ
g
c
t
弓
ロ
]
巾
問
山
-
8
5
2
5
5
巾
由
)
・

(
同
)
巴
町
巾
円
巴
O
ロ
己
巾
「
口
一
回
円
。
ロ
円
。
ー
の
巾
凹
巾
-
z
n
町
田
町
門
〈
-
C
・
ω
・
ω
z
m
}
(
い
。
「
円
】
ニ
ω
c
c
司
・
吋
品
目
w
吋
十
時
(
∞
-
u
z
・
J
ヘ
・
]
S
N
h
p
)
・

(市

)
H
C
C
司
-
E
・
8
F
ω
g
(
包
・
ゎ
町
-
H
S
∞
)
ハ
ン
ド
判
事
は
、
こ
こ
で
第
一
次
抵
触
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
四
七
条
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
人
は
、
そ
の
領
土
内
に
現
存
し
な
く
て
も
、
居
住
ま
た
は
国
籍
を
理
由
と
し
て
、
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
服
す
る
。
同
N
g
z
z
・

5
2
ゲ
凹
口
七
日
ロ
O
R
g
-

巳コ
l
a
但
し
、
現
存
を
理
由
と
し
た
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
の
み
が
属
地
主
義
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

ハ
ン
ド
判
事
自
身
が
下
し
た
関
口
宮
E
n
w
〈
・
吋
巾
凶
白
印
伶
可

-m可
-
h
o
-
-
H
g
m
J
E
-
国
∞
-
話
回
(
H
E
∞
)
に
よ
る
と
、
「
法
人
が
と
も
か
く
も
『
現

存
』
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
忠
誠
義
務
に
服
さ
な
い
者
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
|
|
立
法
的
、
執
行
的
ま
た
は
司
法
的

北法41(5~6 ・ 249)2295



説

|
|
国
家
権
力
の
属
地
的
な
制
限
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
」

ω
2
同町
o
E白
兵
B
R
〈

C
E
Z門
同
盟
主
2
・
N∞
品
白

ω
b
y
お
吋

(HSN)
・
前
述

注
(
灯
)
も
参
照
。
な
お
、
ハ
ン
ド
判
事
は
、
シ

l
グ
マ
ン
事
件
判
決
に
お
い
て
、
同
時
に
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
六
五
条
|
|
前
述
注
(
必
)
参
照

ー
ー
も
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
述
注
(
制
)
参
照
。

(η)
但
し
、
外
国
金
銭
債
務
の
履
行
地
が
当
該
通
貨
所
属
国
に
あ
る
場
合
、
米
国
裁
判
所
に
お
け
る
ド
ル
換
算
時
点
は
、
両
者
の
間
で
異
な
る
。
す

な
わ
ち
、
ハ
ン
ド
判
事
の
理
論
に
よ
る
と
、
執
行
さ
れ
る
べ
き
責
任
の
内
容
は
、
行
為
地
法
上
の
責
任
と
類
似
し
て
い
る
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で

法
廷
地
法
上
の
責
任
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
金
銭
債
務
不
履
行
発
生
の
時
点
に
お
い
て
、
ド
ル
建
て
の
責
任
が
発
生
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
ド

ル
換
算
時
点
は
、
金
銭
債
務
不
履
行
時
で
あ
る
。
の
巳

5
g
〈
・
冨

2
2・
邑
円
切
詰
由

B
・
O-z・J
ヘ・

5
N品
)
・
こ
の
事
件
の
上
告
審
に
お
い
て
、

ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
履
行
地
が
米
国
に
あ
る
と
し
て
、
同
じ
結
論
を
支
持
し
た
。
同
庁
}
内
凹

4
・
の
巳
ロ
巾
g
-
N
E
C
ω
・ご

-gl巴
(
E
N
S
・
し
か

し
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
理
論
に
よ
る
と
、
履
行
地
が
当
該
通
貨
所
属
国
に
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
あ
く
ま
で
行
為
地
法
上
の
責
任
が
執

行
さ
れ
る
の
で
、
ド
ル
へ
の
換
算
は
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
と
き
に
、
初
め
て
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
ル
換
算
時
点
は
、
訴
訟
提
起
時
で

あ
る
。
同
)
巾
三
回
円
『
話
回
同
口
付
出

]
g
g
Zロ
ヨ
σ巾
叶
閃
〈
・
出
ロ
ヨ
℃
V
Z
M
J
N吋
N
C・
ω・
2
叶
w
日
呂
町
N
O
(
E
N
g
L
N
-
B
5
2
5白ロロ〈・
ω口同町内凶ユ釦ロ門戸

N
ニ

C-
∞
-N印
ωwN印日

N
E
(
H
5
3
・

(
河
)
開
・
冨

-UC門
戸
、
吋
町
内
句
。
者
向
。
同
同
町
巾
∞
己
目
)
円
。
ョ
巾
わ
CC吋円円
O
H州
市
三
巾
者

ω
S
R
U
m
n
E
oロ
回
一
口
門
町
内
自
己
己

C同
わ
。
ロ
E
2
0同
戸
田
君
少

ω叩

出血吋
4
・
F
・
刃
・
(
回
申
Mgw
印円印
ω叶・

(
円
)
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、

C
E門町内同盟白門
2
〈・、
H，
F
O
B官
。
P
N印
吋
巴

ω・台市
Y
B
N
(
E
N
N
)
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
さ
え
述
べ
て
い
る
。
「
事
件

が
外
国
法
ま
た
は
一
般
海
商
法

(mgq包
B
R
E
g
m
]向
者
)
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
、
本
件
に
つ
い
て
、
主
権
が
外

部
か
ら
示
唆
さ
れ
た
ル
|
ル
を
拾
い
上
げ
、
自
国
の
ル

l
ル
の
一
部
に
す
る
こ
と
を
短
く
言
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
」

(
剖
)
巴
・
匂
わ
同
〈
巾
吋
印
w
h
o
g
B
mロ
円
一
吋
『
巾
吋
者
0
3円
、
。
円
白
一
戸
山
者
三
、
H，F巾。ュ
2
・
呂
田
白
H

〈
-F-m・
2
5一
O)
・
同
門
∞
ωM-

(町出
)
ω
c
m，
N

巳・品()②唱品
()ω

品(
)

A

F

(

N

己
-
h可
-
H

由一山由)

(
但
)
こ
こ
で
い
う
「
反
ト
ラ
ス
ト
法
」
と
は
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
一
条
が
定
義
し
た
よ
う
な
連
邦
制
定
法
の
集
合
体
|
|
前
述
注
(
お
)
参
照
ー
ー
で
は

な
く
、
競
争
制
限
を
禁
止
し
た
成
文
法
お
よ
び
不
文
法
の
全
体
を
指
す
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

(
回
)
こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
抵
触
法
理
論
に
よ
る
な
・
ら
ば
、
外
国
法
に
よ
り
成
立
し
た
責
任
は
、
そ
の
ま
ま
法
廷
地
の
裁
判
所
に
よ
り

執
行
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
が
当
該
国
に
お
い
て
、
ー
公
的
秩
序
」
に
関
す
る
法
で
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
注
(
幻
)

論

北法41(5-6・250)2296



アメリカ抵触法におけるジュリスディクションの概念

参
照
。

(
制
)
こ
こ
で
は
、
断
定
を
避
け
る
が
、
例
え
ば
、
ハ
ン
ド
判
事
に
よ
る
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
条
文
の
引
用
か
ら
も
、
同
じ
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
シ

l
グ
マ
ン
事
件
判
決
で
は
、
第
一
次
抵
触
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
四
七
条
お
よ
び
六
五
条
が
引
用
さ
れ
て
い
た
が
、

1

1
前

述
注
(
河
)
参
照

l
l、
ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
で
は
、
六
五
条
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い

l
l前
述
注
(
岨
)
|
|
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
で
は
、

六
五
条
の
結
果
発
生
地
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
ス
ト
ラ

l
ス
ハ
イ
ム
事
件
判
決
の
よ
う
に
、
四
七
条
に
い
う
現
在
地
を
擬
制
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
後
者
で
は
、
こ
の
よ
う
な
擬
制
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
端
的
に
「
行
為
に
対
す
る
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ

ク
シ
ヨ
ン
(
]
ロ
ュ

a
r
z
oコ
C〈
R
R
Z
)
」
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
第
一
次
抵
触
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
卜
五
五
条
お
よ
び
コ
メ
ン
ト
白

1
1
1月
g
g
z
g
g
F
E℃
E
g
g
s
噂
忠
告
-
|
|
参
照
。

(
回
)
〔
い
・
〉
・
者
ユ

mF円¥〉
-m-
冨
ニ

-q¥同
国

-
P
O
U
R
-
明，

E
q白
}
司
E
n
c
B
自
己
句
g
n
a
Rク
間

ω∞
O
H
(
z
a
)
咽
回
二

(剖

)
E
J
m
ω
∞
H∞-国円

HO斗・

(
肝
)
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
が
権
力
の
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
は
、
場
所
の
問
題
、
す
な
わ
ち
権
力
を
行
使
で
き
る
場
所
(
門
}
足
立
問
巾

JMWYR巾
片
町
出
丹
田
丘
町
。
ュ

q

g喜一

σ巾
巾
凶
一
巾
吋
門
町
内
己
)
の
問
題
で
あ
る
。

E-wmω
∞
2
・
注
目
・

(
剖
)
し
た
が
っ
て
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
一
一
一
条
に
よ
る
と
、
被
告
法
人
の
事
業
遂
行
地
区
の
裁
判
所
は
、
そ
の
地
に
お
い
て
令
状
送
達
を
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
設
立
準
拠
法
所
属
地
区
ま
た
は
所
在
地
区
に
お
い
て
、
寸
域
外
送
達
」
(
巾
巳
E
Z
R
-
Eユ
包
認
可
5
n巾
)
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

OE--

由

ω∞
ZW
白門戸

H0・
ω
2
血
友
。
何
回
2
5田
口
問
。
色
町
二
内
(
い
。
〈
・

ω
c
c
p
qロ
司
y
o
Z
呂田門
R
E
Z
ハU
0
・w
N
a
c・
ω・
ω日夕

ω戸

(EN叶)・

(的

)
2・
FOE-凹

ω・
者

-m・
p・4
〉
-
o
g
E
R・
MM寸
己
・

ω
-
N
Z
(
H
S
ω
)
一
E
R吉
田
t
o
g
-
Z
R
2印門巾吋
(
V
0

・〈

-Fロ
E
n
g・
N
E
巴

ω・
2

(
E
E
)
一
羽
田
印
匡
ロ
m
gロ
ヨ
円
m
E
S
H
N
h
o
〈・問
g
-
F
g
g
、吋

E
位
打
。
・

Nω
∞
己
・

ω-H∞印

(
5
5
)
・

(伺

)
M
M
C
H
A
M
-
N
E
(
E
H叶)一

NN叶
C
・∞

-NH∞
uMM品
INN叶
(
E
Z
)
一
N
Z
C・
ω・
印
叶
少
印
∞

ω・
印
∞
印
ふ
∞
叶

(
E
E
)
一
Nω
∞巴・

ω・
5
印
L
ま
L
S
(昌
広
)
・

ω巾
白
血
]
印
。
。
門
町
内
ロ
〈

-
n
E
n国間
Cw
切
-hr
心閉山・打。・唱

NC印
己
・

ω・町一凶タ日一山
N
日
ω
ω
(
5
0吋)・

(
引
)
前
述
注
(
臼
)
・
(
河
)
お
よ
び
そ
れ
ら
の
本
文
参
照
。

(
回
)
ア
メ
リ
カ
ン
・
バ
ナ
ナ
事
件
判
決
お
よ
び
ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
「
捕
ら
え
る

(
g
R
E
L
と
い
う
用
語
は
、
こ
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
三
一
円

E
m山
口
、
同
イ
ロ
叩
件
。
。
・
4
・
pw
コ
MH-NN∞
己

ω
2
P
ω
印
ω
(
E
E
)
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
に
対
す
る
正
規
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
そ
の
人
を
逮
捕
し
、
主
権
者
の
決
定
を
待
つ
た
め
に
拘
禁
し
て
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説

お
く
た
め
に
、
そ
れ
を
主
張
で
き
る
主
権
者
の
権
力
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
権
力
が
現
に
存
在
し
、
か
つ
訴
訟
開
始
時
の
送
達
に

よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
当
事
者
が
何
ら
か
の
法
定
の
方
式
に
よ
り
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
に
服
す
る
場
合
、
当
裁
判
所
は
、
物
理

的
権
力
を
維
持
す
る
必
要
を
省
き
、
当
事
者
が
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
内
に
留
ま
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
で
、
判
決
に
同
様
の
効
力
を

付
与
し
て
い
る
。
」

(
回
)
品
印
出
包
・

5
少
に
C
E
H
(邑
-
Q吋
-H80)
・
な
お
、
ハ
ン
ド
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
逮
捕
令
状
(
円
白
玄
白
凹
)
の
送
達

は
、
裁
判
所
が
発
す
る
命
令
に
被
告
を
現
実
に
服
せ
し
め
る
が
、
通
常
は
、
そ
れ
に
代
え
て
、
通
知
が
送
達
さ
れ
る
だ
り
で
あ
ろ
う
。
」
前
述
注

(
但
)
、
後
述
注
(
倒
)
も
参
照
。

(例

)
ω
N
m
d・
ω・
ωH0・
2
品
(
同
志
印
)
・
ス
ト
ー
ン
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
歴
史
的
に
み
る
と
、
対
人
判
決
(
〕
己
仏
m
g巾
E
E
U
R
B

由
。
ロ
白
ヨ
)
を
下
す
裁
判
所
の
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
は
、
被
告
の
人
身
に
対
す
る
現
実
の
権
力
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所

の
属
地
的
な
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
内
に
お
け
る
彼
の
現
存
が
、
彼
を
人
的
に
拘
束
す
る
判
決
言
渡
し
の
前
提
条
件
で
あ
っ
た
。
:
:
:
し
か
し
、

応
訴
の
た
め
の
逮
捕
令
状
(
門
白
立
虫
色
吋
町
田
宮
口
己
叩
邑

cg)
が
召
喚
令
状
の
交
付
送
達
ま
た
は
そ
の
他
の
方
式
の
通
知
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
今
日
、
適
正
手
続
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
の
は
、
次
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
を
対
人
判
決
に
服
せ
し
め
る
た
め
に
は
、

も
し
彼
が
法
廷
地
の
領
土
内
に
現
存
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
の
維
持
が
『
伝
統
的
な
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
お
よ
び
実
質
的
正
義
の
観
念
』
に
反

し
な
い
程
度
に
お
い
て
、
彼
が
法
廷
地
と
一
定
の
最
低
限
度
の
関
連
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」
本
判
決
の
詳
細
お
よ
び
そ
の
後
の
判
例
の

展
開
に
つ
い
て
は
、
野
村
美
明
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
国
際
事
件
の
裁
判
管
轄
権
問
題
付
同
L

阪
大
法
学
二
一
六
号
九
一
頁
以
下
、
二
一
七
号
六

七
頁
以
下
参
照
。

(
回
)
こ
の
よ
う
な
基
準
は
、
ヴ
ェ
ニ
ュ

1
お
よ
び
令
状
送
達
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
前
述
注
(
剖

)1(槌
)
お
よ
び
そ
れ
ら
の
本
文
参
照
。

(
同
)
例
え
ば
、
第
二
次
抵
触
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
六
条
(
法
選
択
の
原
則
)
お
よ
び
一
一
四
条
(
人
に
対
す
る
司
法
的
ジ
ュ
リ
ス
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
の

原
則
)
参
照
o
H
N
B
E
R
g
mロ
ゲ
印
石
E
E
Z
(
ω
)
w
白門

H0・
H
S

(
川
町
)
具
体
的
解
決
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
海
運
同
盟
に
対
す
る
米
国
政
府
規
制
の
域
外
適
用
」
香
川
法
学
六
巻
三
号
四
九
頁
以
下
参
照
。

(
開
)
例
え
ば
、
丹
宗
昭
信
・
山
手
治
之
・
小
原
喜
雄
編
『
国
際
経
済
法
』
(
一
九
八
七
年
)
第
五
章
第
一
節
(
小
原
)
二
六
七
頁
以
下
で
は
、
「
対
物

管
轄
権
L

の
問
題
と
し
て
、
ア
ル
コ
ア
事
件
第
二
判
決
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
不
明
で
あ
る
。

三A

a聞
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The Concepts of “J urisdiction" 
in American Conflict of Laws Theories 

Alcoa Case Revised -一一

Introduction 

II Precise Description of the Cases 

1 American Banana 

2 Alcoa -Part 1 

3 Alcoa-PartII 

III Legislative Jurisdiction 

Yasuhiro OKUDA事

1 Conflict of Laws Theory of Justice Holmes 

2 Conflict of Laws Theory of Judge Learned Hand 

IV J udicial J urisdiction 

V Conclusion 

“American Banana" and “Alcoa"， both are often cited as leading 

cases of th巴“extraterritorialapplication" of the American antitrust laws. 

But they have been scarcely analyzed from the view of the jurisdiction 

concepts which wer巴 popularat the time of the judgments. These 

concepts are very different from those we hav巴 nowfor the modern 

conflict of laws th巴ones

The jurisdiction was then territorial in the very nature of things， 

because it arised through the mere presence of a person within the 

territory. If the act of the person affects seriously another sovereign， the 

court should deem the place of consequences as one of his presence. 

While the act is more and more important than the presence of a person， 

the concepts of jurisdiction have been changed radically. Namely the 

jurisdiction is no longer territorial， because it works not over persons， 

事Professorof Law， Hokkaido University 
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but over acts. The court need not therefore the fiction of the presenc巴

The same appIies to the difference between “American Banana" 

and “Alcoa". Justice Holmes thought that the jurisdiction of the place of 

consequenc巴sis very exceptional， because he needed the fiction of the 

presence of persons. On the other hand Judge Learned Hand thought that 

it is very ordinary， becaus巴heaccepted the concept of jurisdiction over 

acts， and because acts in broader sense include not only the conduct， but 

also the consequence. 
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